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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年３月１２日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　３時３０分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 山本靖一  副委員長 木村勝彦  委　　員 原田　平
委　　員 本保加津枝  委　　員 野原　修 

１．欠席委員
なし

１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　山脇　智 同部理事　中谷久夫
土木下水道部長　粟屋保英 同部次長　宮川茂行 下水道業務課長　石川裕司
同課参事　芳浦定行 下水道管理課長　山口　繁 同課参事　渡場修一
同課参事　川上昭人 下水道整備課長　渡辺勝彦
水道部長　池田三紀夫 同部次長兼総務課長　乾　富治
同部参事兼工務課長　林　薫　総務課参事　東田真介 同課参事　塩　博志
営業課長　松井　進 工務課参事　原　正己 浄水課長　西　実
同課参事　林　昇

１．出席した議会事務局職員
事務局長　岸本文夫 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２０年度摂津市一般会計予算所管分
議案第１０号　平成１９年度摂津市一般会計補正予算所管分
議案第３２号　摂津市職員の修学部分休業に関する条例及び摂津市立自転車駐車場条

例の一部を改正する条例制定の件所管分
議案第４３号　摂津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　６号　平成２０年度摂津市公共下水道事業特別会計予算
議案第１３号　平成１９年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算
議案第　２号　平成２０年度摂津市水道事業会計予算
議案第１１号　平成１９年度摂津市水道事業会計補正予算
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　ただいまから建設常

任委員を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、木村委

員を指名します。

　議案第６号及び議案第１３号の審査を

行います。本２件のうち、議案第１３号

については補足説明を省略し、議案第６

号について補足説明を求めます。

　粟屋土木下水道部長。

○粟屋土木下水道部長　おはようござい

ます。

　議案第６号、平成２０年度摂津市公共

下水道事業特別会計予算につきまして、

目を追って主なものについて補足説明を

させていただきます。６ページをお開き

願います。

　まず、歳入でございますが、款１、分

担金及び負担金、項１、負担金、目１、

公債費負担金は、前年度に比べ５６７万

１，０００円の減額となっております。

これは、吹田市及び茨木市の下水が一部

本市の公共下水道管に流入するため、両

市より当該公共下水道管の起債償還にあ

わせて負担金を徴収しているもので、起

債償還金の減少に伴い、負担金額が減少

するものでございます。

　目２、受益者負担金は、前年度に比べ

９７０万円の増額で、これは賦課面積の

増加を見込んだものでございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、使用

料、目１、下水道使用料は、前年度に比

べ１億１００万１，０００円の増額で、

これは料金改定に伴う増収を見込んだも

のでございます。

　７ページ、項２、手数料、目１、下水

道手数料は、前年度に比べ９，０００円

の増額で、これは水路敷境界明示手数料

の増加を見込んだものでございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金は、前年

度に比べ１，９５０万円の増額で、これ

は国庫補助事業量の増加によるものでご

ざいます。

　８ページ、款４、繰入金、項１、目１、

一般会計繰入金は、前年度に比べ９，５

６０万２，０００円の減額で、これは下

水道使用料収入及び資本費平準化債等の

増加に伴うものでございます。

　款５、諸収入、項１、資金貸付金返還

収入、目１、水洗便所改造資金貸付金返

還収入は、前年度に比べ８０万円の減額

で、これは貸付件数の減少によるもので

ございます。

　９ページ、項２、目１、雑入は、前年

度と同額でございます。

　款６、市債、項１、市債、目１、下水

道債は、前年度に比べ４，７７０万円の

増額で、これは資本費平準化債及び流域

下水道事業債の増加によるものでござい

ます。

　次に歳出でございますが、１０ページ、

款１、下水道費、項１、目１、下水道総

務費は、前年度に比べ７９０万６，００

０円の増額で、これは消費税の増加が主

なものでございます。

　主な内容といたしまして、下水道の維

持管理に係る人件費ほか、１１ページ、

節１９、負担金、補助及び交付金では、

日本下水道協会及び日本下水道事業団等

に対する負担金、節２７、公課費では、

消費税及び地方消費税でございます。

　１２ページ、項２、下水道事業費、目

１、下水道管理費は、前年度に比べ１，

２６４万３，０００円の増額で、これは

公共下水道施設に係る修繕料及び安威川

流域下水道維持管理負担金の増加等によ

るものでございます。

　主な内容といたしましては、節１１、

需用費では、下水道施設に係る光熱水費
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や修繕料など、節１３、委託料では、下

水道使用料の徴収事務委託料、集中管理

室、ポンプ場、ガランド施設等の維持管

理に係る委託料、管渠等の調査委託料な

どでございます。

　１３ページ、節１９、負担金、補助及

び交付金では、安威川流域下水道維持管

理負担金など、節２１、貸付金では、水

洗便所改造資金貸付金でございます。

　なお、節１９の負担金、補助及び交付

金の料金システム等使用負担金につきま

しては、これまで下水道使用料徴収事務

委託料に含めて計上しておりましたが、

業務内容を明確にするために別途計上し

たものでございます。

　１４ページ、目２、下水道整備費は、

公共下水道及び流域下水道の整備費で、

前年度に比べ４，２４９万円の増額で、

これは安威川流域下水道建設負担金の増

加が主なものでございます。

　主な内容といたしましては、下水道整

備に係る人件費のほか、１５ページ、節

１３、委託料では、工事設計委託料など、

節１５、工事請負費では、公共下水道の

工事請負費、節１９、負担金、補助及び

交付金では、安威川流域下水道建設負担

金、節２２、補償、補填及び賠償金では、

下水道工事に伴う水道管等の移設費でご

ざいます。

　１６ページ、款２、公債費、項１、公

債費、目１、元金は、前年度に比べ１億

１６９万４，０００円の増額でございま

す。

　その内容は公共下水道事業債、流域下

水道事業債、資本費平準化債及び公営企

業借換債の元金償還金でございます。

　目２、利子は、前年度に比べ８，８８

９万６，０００円の減額でございます。

　その内容は公共下水道事業債、流域下

水道事業債、資本費平準化債及び公営企

業借換債の利子償還金でございます。

　１７ページ、款３、予備費、項１、予

備費、目１、予備費は、前年度と同額で

ございます。

　なお、給与明細書につきましては１８

ページから２５ページに、債務負担行為

の調書につきましては２６ページに、地

方債に関する調書につきましては２７ペー

ジに記載いたしておりますので、ご参照

賜りますようお願い申し上げます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　質疑に入ります。

　野原委員。

○野原委員　おはようございます。それ

では、質問させていただきます。

　まず１番目に、人口普及率であります

が、本会議でも部長の方からお示しいた

だいて、普及率は９６％と、年０．４％

ずつ今後もやっていくというご説明があ

りました。今後これでやれば１０年間で

完了するのかなと思うんですが、その辺

がどのようになっているのか。また、面

積普及率が今どのような状況になってい

るのかを、お聞かせ願いたいと思います。

　２番目に、埋設未同意でございます。

これも委員長の方から本会議で質問があ

りました。昨年度と同じように２．１キ

ロで１０件残っておるという形なので、

昨年度に対しては今一番難しいところばっ

かし残っているので、なかなか解決はな

されてなくて、このままの同じ数字で推

移しておるとは思うんですけれど、この

辺の今後の取り組みと対策をお聞かせい

ただきたいと思います。

　３番目、予算概要１８０ページの水洗

便所普及事業のところで、平成１９年度

が１，７５０万が、本年度１，２００万。

先ほどの説明でもしていただいたんです

が、もう少し詳しい説明をお願いいたし

ます。
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　概要１８０ページの公共下水道管理事

務事業であります。前納報奨金につきま

して、平成１９年が６７万円、今年度１

０５万円になっております。この内容を

お聞かせください。

　５番目、概要１８１ページの公共下水

道管理事業であります。修繕費が平成１

９年は１，５５０万円、本年２，６５５

万９，０００円に増額になっております。

これの内容をお聞かせください。

　６番目、概要１８１ページ。不明水対

策調査委託料。平成１９年が７００万、

本年度１，０３０万に増額になっていま

す。この内容をお聞かせください。

　７番目、マンホール蓋外とありまして

２０１万４，０００円となっています。

この内容をお聞かせください。

　８番目、ガランド水路親水施設管理事

業、光熱費が３５０万から３００万、修

繕費が２８０万から２００万、せせらぎ

水路等清掃委託金が５００万から３００

万という形で、努力されて減額されてい

るとは思うんですが、この辺の内容をお

聞かせください。

　９番目、平成１９年度補正予算の７ペー

ジの下水道使用料３，６００万円計上し

ております。その内訳をご説明ください。

　以上です。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　それでは、野原

委員のご質問の中の１点目と２点目に対

しまして、ご答弁申し上げます。

　まず、１点目の人口普及率の関係で、

本会議の折にも市長及び部長の方から答

弁をさせていただいておりますが、今現

在平成１８年度末で、人口普及率９６％

でございます。地域別に申し上げますと、

安威川以北、合流区域なんですが、これ

が９９．１％。安威川以南９３．１％と

なってございます。その状況の中で、非

常に普及率自体は高普及率とはなってご

ざいます。しかし、残り４％の整備がま

だ残っているわけなんですが、まだ公共

下水道の恩恵を受けられてないことには

かわりはないというふうに認識はいたし

ております。

　それと、先ほど申されておりました面

積人口普及率ということの中で、整備を

指標とする普及率でございますが、こち

らの方が８１．９％ということで、通常

の９６％とは別に今の管渠の整備率の観

点から、まだ約１８％の管渠の整備が残っ

ているというのが現状でございます。そ

の中で、今後とも継続して事業の方は、

進めてまいりたいというふうには考えて

おるところでございます。しかしながら

今の財政状況の中で、やはり今の経営健

全化計画、こちらの方に即した形の中で、

年間普及率の０．４％程度の内容で、事

業の方は継続してまいりたいというふう

に考えておるところでございます。

　それと、埋設未同意の現状と今後の取

り組みについてということでございます。

埋設同意箇所につきましては、同意が得

られたところから整備はさせていただい

ております。平成１７年度におきまして

も、３件交渉を持たせていただいて、２

件解消する中で、１８年度工事の方で実

施はさせていただきました。そしてまた、

案件でございます千里丘東１丁目の地域、

こちらの方につきましても、平成１９年

度、隣接する開発業者さんの協力を得な

がら、何とか公共下水道管を受け入れる

ところができましたものですから、その

今の未整備地域の地権者の方に交渉を進

めた中で、現在埋設同意自体は受領済み

でございます。平成２０年度の事業に、

今計上させていただいているという実態

でございます。

　あと、残ってございますのがまだ市内
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で１０か所残ってございます。延長にし

まして２．１キロ残ってございます。こ

ちらについては、またちょっと大きなエ

リアになるんですが、東別府の住宅地の

問題もございます。こちらの方も部長の

方から本会議で答弁はしてはおるんです

けれども、なかなか地権者の協力がまだ

得られていないというのが現状です。そ

んな中、地元の方とも連携を組みながら、

今後いろいろ手法を探ってまいりたいな

というふうに考えておるところです。そ

の他の地域につきましても、やはりかな

り古いものもございますので、そのあた

り経年変化等、あと現地の状況等を再度

確認した中で、粘り強くまた交渉は進め

てまいりたいというふうに考えておると

ころでございますので、よろしくお願い

申し上げます。

○山本靖一委員長　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　３番目の質問

事項でございますが、水洗便所普及事業

で１，７５０万円から１，２００万円に

減った状況はどういうことだということ

の質問でございますが、普及事業の中に

は水洗便所改造助成金がございます。そ

れから、貸付金と２点ございまして、ま

ず助成金の方でございますけれども、普

及率の増加に伴いまして、助成事業の方

も少なくなっております。ちなみに１７

年度ですと２８７件、１８年度２４５件

ということで、２０年度につきましては、

３００件ということで見込んでおります。

　それから、貸付金の件でございますが、

こちらの方も普及率の増加とともに、貸

付を希望される方、あるいは改造される

方も少なくなっておりますので、額とし

ては少なくなってきております。２０年

度でくみ取りの方については、一応３０

万を想定しまして１５件、それから浄化

槽の方につきましては、２５万円の２２

件を想定しております。以前の実績を見

比べましても、１６年度以降からやはり

排水設備の貸付を受けられる方の実績も

少なくなっておりまして、この３年ほど

は２０件余りで推移しております。

　それから、前納報奨金の件でございま

すが、これは２０年度、当初賦課分の受

益者負担金２，１００万を想定しまして、

その５％の部分で組んでおります。

　使用料の補正で３，６００万の件でご

ざいますが、それは繰越分の額を今回計

上させていただきました。一応去年の決

算委員会の状況のときには５，０００万

であろうということで報告させていただ

きましたが、それ以後の繰越分の収納状

況を勘案しまして、今回、３，６００万

で計上させていただいております。

○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場下水道管理課参事　私の方から質

問５番目の、公共下水道管理事業の修繕

料と不明水調査について、ご説明申し上

げます。

　まず、公共下水道の修繕料でございま

すけれども、内容としましては公共桝の

補修、あるいは人孔ぶたの修理、あるい

はまた管渠の補修、これが大きな構成要

因になっております。特に去年の実績で

申し上げますと、取りつけ管の補修、こ

れが９か所ほどさせていただきました。

人孔ぶたにはかなりの数、２０件ほどし

ております。あと管渠補修についても２

４か所させていただきました。特にこと

し、２０年度につきましては２，６００

万ということで、かなりの額を増額させ

ていただいておるんですけれども、今申

し上げたような項目の中で、その実績を

踏まえて予算を計上させていただいてお

ります。特に増額という形の理由でござ

いますけれども、これは平成１９年度に

管渠調査をさせていただきました。その
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中でＡランク、Ｂランクの補修を必要と

される箇所が多数出てまいりました。１

９年度の調査の中でＡランク、すぐ補修

せないけないと、漏水していると、水が

入ってきているというところについては、

もう修理を１９年度でさせていただきま

したけれども、あとＢランク、ざっと７

７件ほどあるわけですけれども、それを

２０年度に補修をしていきたいなという

ふうに考えております。２０年度には、

その１９年度の調査にまた結果的に出て

きてＡランク、すぐ必要という分につい

ても、一緒にあわせてやっていきたい。

件数的には１００件近くになるんじゃな

いかなというふうに予定しております。

　次に、６番目の不明水ですけれども、

これは平成１４年に流域幹線との接続点

でも流入量の調査をやっております。そ

の接続点に流入してくる水量が、想定さ

れている水量よりも非常に多いという、

例えば１０％とか１５％とか２０％多い

箇所をまずつかみまして、それを流入の

多い順番に調査をしまして、原因をつか

んでおります。そういう調査の中で、２

０年度にはテレビカメラ調査、これは例

年させていただいておるんですけれども、

約４キロを予定しております。それ以外

に幹線ですね、府道。約１０キロのとこ

ろのある人孔の中にふたをあけて入りま

して、目視調査をしていきたいなという

ふうに思っております。非常に交通量が

多いところですし、常にふたをあけて見

るということはできないんですけれども、

今回はちょっとそういう予定もしながら、

流入量を調査して、管の状況の調査をし

てまいりたいなというふうに考えており

ます。そうすることによって、陥没とい

うんですか、道路陥没の原因とならない

ような、早期に発見して補修を計画的に

進めていきたいなということで、今回３

３０万円アップの予算を計上させていた

だきました。

　以上です。よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　７番目の質問に

お答えさせていただきます。

　公共下水道管理事業の原材料費のマン

ホール蓋外２０１万４，０００円の内容

についてでございますが、まずマンホー

ル蓋ですね、約４０組を購入する予定に

しております。その部分が１６８万円予

定しております。これは道路とかガスと

か、舗装の打ちかえを行ったときに、マ

ンホール蓋が老朽化している部分を取り

替えていただくために、支給するために

ストックしている分でございまして、そ

れとにおい防止のリングとかエルボ、そ

れと汚水桝の蓋、それと路面の補修用の

材料等で約３３万円を計上させていただ

いております。

　続きまして８番目の質問でございます

が、ガランド水路親水施設管理事業。平

成１９年度は３５０万円で、本年度２０

年度は３００万円を計上させていただい

ておるということでございますが、過去

のずっと１７年度からの実績を見ており

ますと、１７年度は約２８０万円、１８

年度は２１３万円、１９年度が２０３万

円ということで、過去の実績からいきま

して、今年度は３００万円とさせていた

だいております。

　続きまして修繕料でございますが、こ

れも同じなんですけれども、過去の実績

を見ていきましたら、もう２８０万円に

いきません。みんな２００万円以下でいっ

ておりますので、２００万円にさせても

らったということでございます。

　それと、次にせせらぎ水路の清掃委託

料、これを１９年度は５００万円で、本

年度は３００万円計上させていただいて
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おります。ただ、この分は平成１８年度

から土曜日、日曜日、せせらぎ水路の水

を停止させていただいております。その

関係上もありまして、また１８年度から

はしゅんせつ清掃方法を変えまして、以

前は土木屋さんの方でしていただいてお

りましたが、１８年度からはしゅんせつ

屋さん、もちはもち屋ということで安く

なるんじゃないかなということで、一式

幾らということでさせてもらっておりま

す。その結果、平成１８年度は２４０万

円ぐらい、年間清掃は１１回ですけれど

も、２４０万円ぐらいで済んでおります

ので、本年度は３００万円の計上をさせ

てもらったということでございます。

　以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。そ

れでは再度質問させていただきます。

　まず１番目の人口普及率に関しまして、

相変わらずもともとが差がついていると

いう、差があるということで、これは市

民としてやっぱり公平性という視点から

見ましても、一日も早い、これは完了と

いうのか、そういう状況に向けて鋭意努

力していただきたいと、今後もお願いし

ておきます。

　それと、それに付随しまして雨水対策

に対してどのような、今後も地球温暖化

という形の中で、本当にゲリラ的な集中

豪雨という雨の降り方があります。それ

に対してどういう方策というか、今後の

取り組み方を考えられているか。だから

雨水対策に対しての考え方をお聞かせく

ださい。

　埋設未同意に関しましても、今鋭意努

力されて、いろんな工夫をされて取り組

まれているという形なので、今後、大変

かと思いますが、また視点を変えた形で

粘り強い取り組みをしていただいて、一

日も早い解決になるような、部長答弁で

もありましたような、初めのときの何か

そういう精神的というか、そういうのが

こだわりがなっているという形は、やは

り相手のあることですから、こちらが誠

意を持ってその辺を解消していって、一

日も早い解決をお願いしておきます。こ

れは結構です。

　３番目、水洗便所普及に関しましても、

今ご説明していただいた中で、あくまで

もこれは普及率が増加してきているので、

貸付が少なくなっているという認識でい

いのか。これはあくまでも貸付の仕組み

が、ちょっと借りるのがいろいろ手続き

が面倒とか、そういうことがないのか。

あくまでもこれは普及率が低下した中で

の金額が下がっているのか、その辺の確

認をもう一回だけさせてください。

　公共下水道管理事務事業のところでの

前納報奨金に関しましては結構です。

　５番目、公共下水道管理事業でありま

すが、これは管渠の補修という形で昨年

やってこられたという中で、平成１８年

度、道路瑕疵という形のところでの取り

組みで、いち早い対応で予算づけをして

もらった中で、こういうことが起こらな

いような形で、今までは完全にＡランク

の、Ａランクが一番すぐ補修を要すると

ころですか、そういうところだけをあく

までもＢランクまで引き下げた中で、事

前にそういうことを防止していこうとい

う形で予算を増額されたかと、今のご説

明ではお聞きしたんですけれど。これ単

に比較して件数だけでは比較できないと

は思うんですけど、１９年度が２４か所

というような今ご説明があって、今回が

Ｂが７７、Ａ、Ｂ合わせて１００件ぐら

いで、一応２，６６０万と言われたんで

すけど、素人なんでようわからないです
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けど、その箇所の長さとか大きさとか、

頻度があろうかと思いますけれど、これ

ぐらいの予算で本当に１００か所ができ

るのか。もちろんその辺は積算された中

で数字は出されてこようかと思いますが、

その辺の説明と、過去の道路瑕疵のとこ

ろでもお願いしとったんですけど、これ

は一応各課横の連携を深めて、今後こう

いう瑕疵が起こる以前にどう防いでいく

かと。水道の場合は盛り上がっててわか

るが、下水道管の場合は、本当に目視で

もなかなかわからないという形なので、

これはもう下水道職員の方が、専門の方

がそういうところは一番よくわかるよう

な情報を持っておられると思いますんで、

その情報を各課、例えば水道とか、そう

いうとこにも、ほかの課にもそういう一

応通達して、こういう状況のときには教

えてくれというような、その連携のシス

テムがどう構築されているのか、その辺

のことをお聞かせいただきたいと思いま

す。

　６番目の不明水対策に関してでもあり

ますが、今のご説明だと一応カメラを入

れたところは業者に委託してやるという

形でしょうか。それと、蓋をあけて回る

というのは、職員の方がやられるのか、

それともその業者がやっていかれるので、

この予算がふえたという形になるのか、

その辺のことをもう一度ご説明をお願い

しておきます。

　それと、マンホール蓋のところであり

ますが、今４０組のそういういろんな取

り替えとかあるために、一応そういうの

で保管してあるということはお聞きしま

した。このところで、今度この先日も吹

操の跡地のまちづくりアイデア募集コン

ペのとこにも載っております。都市公園

のところで、これ防災公園になるという

ような今考え方もあります。その中で、

今マンホール蓋を災害のときのトイレに

変えれるようなものもあるように聞いて

おります。その辺のことをどう考えられ

て、どのような形でそういうマンホール

蓋を災害のときに、そういう簡易トイレ

に変えようと思うような、今お考えがあ

るのか、そういういろんな資料をお持ち

なのか、その辺のことをちょっとお聞か

せ願いたいと思います。

　ガランド水路に関しましては、ずっと

今まで私も２年間、この建設でやらせて

もらって、ずっとかかわっている中で、

毎年毎年努力をされて、お金は確かに減っ

ているんですけど、本来の下水の再利用

というんか、そういう形の本筋からは、

やはり外れてきつつあるんじゃないかな

と思うんです。本来はその下水の再利用

で、これほどきれいな水があるんですよ

ということで流れていくという形のが、

本来の水路のあり方だと思うんですが、

確かに費用面で土、日を停水して、そう

いうコケの生えないような状況をつくっ

て、金額を抑えていくというような形は

あろうかと思います。しかし、その中で、

今ボランティアでも地域の方がいろんな

取り組んだ中で無料でやっていただいて

いる方に、今まで草花を無料で、そうい

ういろんなとこから調達されて、お渡し

して努力されて、そういうので取り組ま

れているのはよくわかるんですが、例え

ば１つ、三中の学生が、昔一度そういう

ガランド水路の清掃という事業に取り組

まれてされたという経緯もあるようにお

聞きしております。そういう中で、小学

生、中学生なんかに、本当に摂津にはこ

ういうすばらしい施設があるという形の、

地域を再認識さすために、そういう中学

生なんかにもう一度ガランド水路の清掃

なり、下水のあり方というんか、こうい

うことで再利用されていますよというよ
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うな形を教えるためにも、そういう連携

をとった取り組みを考えられないのか、

その辺のことをもう一度お聞かせくださ

い。

　それと９番目、使用料に関しましては

結構です。

　以上です。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　それでは、野原

委員の２回目のまず１点目、雨水対策に

ついて今後どう考えていくのかという内

容でございます。

　今の雨水の整備状況と申しますか、平

成１８年度末の整備率といたしましては、

５４．４％でございます。地域別で申し

上げますと、安威川以北、合流区域で９

４．１％、以南の分流区域で３３．７％

となってございます。非常に以南につい

ては低うございますが、一応今の以南に

ついての雨水排除につきましては、既存

の水路及び排水管を活用いたしまして、

流域幹線へ取水し、摂津ポンプ場から安

威川へ放流しているという状況でござい

ます。委員ご指摘のように、昨今のゲリ

ラ的な雨、それに対しては今の東別府地

域につきましても、最近の宅地化が進ん

だことによって、今の水路等の流下能力

が少し問題が出ているという認識はいた

しております。汚水整備の必要性は十分

感じておるところではございます。しか

しながら、今の財政状況の中で、幹線整

備等が早期に着手できない状況でもござ

います。そんな中、平成２０年度、予算

計上させていただいてございます東別府

雨水幹線の基本設計というものを上げさ

せていただいております。これは財政状

況好転時に着手に向かって順調に発注し

ていけるように、事前の準備という形の

中で、非常に計画自体も古うございます

ので、あと現況も変わっているという状

況の中から、改めて今の幹線の事前調査、

そのあたりを行い、なおかつ概算費用も

算出する中で、発注に向けての準備を進

めてまいりたいと今現在考えておるとこ

ろでございます。それまでの間ではござ

いますけれども、暫定対策、それにつき

ましても検討を進める中で、できる範囲

の中での改善、これはやっていきたいと

いうふうに考えておるところでございま

す。

○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場下水道管理課参事　野原委員の２

回目のご質問にお答えさせていただきま

す。

　まず、修繕料の方ですけれども、管渠

の補修につきましては、いろんな状況が

ございます。漏水をしているから管更正

もしやないかん部分もあるだろうし、何

かの機械を使って堆積しているものを取

り出すというような、いろんな方法があ

るんですけれども、総じて大体平均しま

すと１６万から１７万ぐらいの金額を、

標準的な場合で見ております。大体それ

で７７か所なり１００か所を見ていくと、

１，６００万ぐらいがかかるだろうなと

いうふうに考えております。それは工事

の中身によってもちろん単価も違います

し、これは入札をかけてやりますので、

そのときの落札の差が出てくるかなとは

思っておるんですけれども、できるだけ

費用を少なくして、効果的に件数をこな

していきたいなというふうに考えており

ます。時期的にはやはり、今１２月の終

わりぐらいになろうかなとは思うんです

けれども、それは１９年度の管渠調査を

した中で、また終わった中でやっていき

たいなというふうに考えております。

　もう一つの不明水調査ですけれども、

これは職員ではできません。テレビカメ

ラについても職員ではできませんので、
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それなりの機械がもちろん必要ですので、

その業者の方へ出していきたいなと。こ

れは入札でまたかけていきたいと。もう

一つの目視調査ですけれども、これは先

ほど申し上げましたように府道の方のと

ころで、交通量が非常に多いところにな

りますので、それなりの人員を配置した

中で、安全を確保しながら目視調査はし

ていかなあかん。しかもその中に入って

いってやるという形でございます。大体

人孔ですから、３０メートルピッチぐら

いに設置されているんですね。ですから、

大体３００から三百二、三十のところを

調査していきたいなと。それについても

単価的には、やはり１か所６，９００か

ら７，０００円ぐらいかかります。それ

はもちろん調査報告書も含めての仕事な

んですけども。その中ですると、目視調

査だけでも約３３０万ぐらい金額が出て

まいりますということで、職員では出て

きた資料をチェックする。どういう程度

があって、次修理しやないかんのかどう

か、出てきた成果品をもって職員が対象

物ごとにそういう部分になるんですけど、

調査自体も含めて業者の方に入札でかけ

ていきたいなと、かように考えておりま

す。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　先ほどの管理

事業に係りまして、修繕料で道路管内調

査をし道路陥没、こういう流れの中でど

のように連携をとっているのかと、こう

いう状況ですね。非常に道路の陥没とい

うのは、目視であっても非常に難しい状

況にございます。せんだってといいます

か、道路課と連携の中で道路の目視を実

施したところでありますけれども、やは

り亀裂等はしっかり目視できるんですが、

やはり道路の下に入っている空洞をどう

判断するか、これは非常に難しいところ

がございます。修繕料の中で、管路に漏

水があると。これは非常に陥没を起こし

やすい状況もございます。ですから、管

路調査の折には土砂が堆積しているか、

してないか。もう一つは、私ども非常に

外へ出る機会が多くございますから、そ

れぞれの職員に、できるだけそういうと

ころに気配りをしてほしいと。そういう

形で、やはり路面が湾曲をしているとか、

そういう部分があれば、少し疑問点を持っ

てほしいと、こういう周知を図るように

しています。それぞれの思いの中で、こ

こはこういう状況にあったよとかという

ところを、それぞれの部局のところでま

ずは確認していただくというような状況

づくりをしているというのが、今の状況

でございます。

　それと、マンホール蓋に関しまして、

下水道のマンホール蓋が災害時であると

かいうときの仮設トイレ、こういうもの

に変えられないか。確かに今回、吹操跡

地に都市公園が設定されておりまして、

その中では防災公園という表現がなされ

ております。この中で、私どもとしまし

ても防災公園という形の中で、具体にど

ういうふうな施設が配備されるのか、こ

の辺ははっきり伺っておりませんけれど

も、このマンホールを活用するという内

容につきましては、マンホールのメーカー

の方からも、こういうふたがありますよ

という案内は伺っております。ですから、

それにかかわります、多くはございませ

んけれども、一応パンフレットをもって、

我々も認識しているという状況がござい

ます。

　仮設といいますか、緊急時のトイレ、

これをマンホールを活用する、非常にい

いアイデアかなというふうに考えており

ます。大阪府の方でも、せんだって議会

の方でございました震災支援ロード、こ
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の形の中でも、やはりそういうマンホー

ルを活用した形での、支援ロードの中に

そういうトイレも構築していきたいと、

こういうお話も伺っておりますし。今、

大阪府の方でお伺いしているのは、摂津

市域におきましても、この２０年度５月

ぐらいになるんじゃないかなと思うんで

すけれども、１か所、大阪高槻京都線と

内環状というんですか、あそこの交差部

分のところの用地のところに、そういう

１つの施設をつくりたいと、こういうふ

うに伺っておるところです。ですから、

私ども、公共下水道の中で、なかなかそ

ういう防災用といいますか、災害時のト

イレ施設等をつくるには、ちょっと難し

さはありますけれども、このあたりにつ

きましては、防災担当の方々と協議する

中で、どういうふうにつくるべきか。マ

ンホールを設置するノウハウは我々が持っ

ておりますので、その辺の中での情報提

供などはしていけるんじゃないかなと、

そういうところで今後も、総務防災の方

とも協議してまいりたいというふうには

考えます。

○山本靖一委員長　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　野原委員の２

回目の質問の、水洗便所改造資金貸付金

の件でございますが、今現在、排水設備

業者を通じまして貸付の申し込みをされ

ておられる方がほとんどでございます。

今の貸付制度は３年間の月３６回払いで

お返し願っております。３０万お借りさ

れた方で、毎月約８，３００円を返して

いただくことになります。それで、案内

等に、広報活動につきましては、いわゆ

る受益者負担金の賦課のときに、そういっ

たご案内をさせていただいて、改造資金

がございますよ、あるいは啓発活動の折

に、こういった貸付金制度をご利用くだ

さいというふうに、広報活動もさせてい

ただいております。それから、申請の折

の提出書類の件でございますけれども、

いわゆる貸付の申込書、それから納税証

明ですね、ご本人さんの納税証明、固定

資産、あるいは市民税ということでいた

だいております。それから、連帯保証人

の方については、市内の方につきまして

は、印鑑登録証明書をちょうだいしてお

ります。制度としてはそのようになって

ございます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　ガランド水路の

件でございますけれども、ガランド水路

は経費削減で努力しているということで

お褒めいただきまして、ありがとうござ

います。ただ本筋からは離れているとい

うことなんですけども、本来、私どもも

ほんまは本筋のとおりガランド水路、１

年３６５日、処理水を流したいのはやま

やまなんですけれども、やはりガランド

の清掃費用がやっぱり高いということで、

平成１８年、ガランド美化会の役員さん

ですけれども、香和、香露園、香千の会

長さんと協議を持ちまして、せせらぎ水

路の清掃を少しでも安くしようかという

ことで、土曜日、日曜日は停水するとい

うことで進んでまいっております。まだ

この１８年、１９年度は土曜日、日曜日

は停水しておりますけれども、また美化

会等とも相談しまして、また財政の許す

限りは、また流していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

　それと以前、三中の生徒さんに、せせ

らぎ水路等の清掃の実地体験をしていた

だきました。そのとき、私は内心は、事

故がなければいいなということで心配し

ておったんですけども、そのときはけが

もなく無事終わっております。ですから、

今後もしていただくように教育委員会と

連携をとりまして、そういう方向で進め
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てまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　それでは、再度質問させて

いただきます。

　人口普及率のところでの雨水対策であ

りますが、おおむね公のところのことは

理解できたんですが、これを家庭貯留み

たいな形で、これは資源再利用というん

か、節約という形のところで、特別なゲ

リラ的な雨のときにはさほど対応はでき

ないと思いますが、そうやけど全体でそ

れを一回受けてという形なれば、下水の

今の許容量を若干でも緩和できるんじゃ

ないか。また打ち水なり草花にやれるん

じゃないかというような形の、この家庭

貯留の雨水の対策に対して、啓発をどの

ように考えているのか、ちょっと再度お

聞かせ願いたいと思います。

　公共下水道管理事業に対しましては、

今のご説明で結構です。

　不明水対策も結構です。

　マンホール蓋に関しまして、下水道の

方でもそういう資料をもって、今後の対

応という形でノウハウは今持たれている

ということで、これは心強く感じました。

今、吹田というか、この近隣では吹田の

片山のところに帰宅支援防災公園という

形のところで、この２月やったか、ちょっ

と日にちは忘れたんですけど、摂津市の

方が新大阪から摂津まで歩かれて、それ

を体験されたという形のものを、私も参

加はしてないんですけど、それに一応立

ち会わせてもらったんです。そのときで

も片山のとこには１か所しかトイレがな

かったんで、３５名やるのが、すごく思っ

たより時間が長くかかってしまったとい

う形で、災害のときには水とか、いろん

な部分は搬送されたり、そういう対応は

できるんですけど、やっぱりトイレに関

しては、なかなかできないということが、

一番の最大のネックになっているように

聞いております。この上町断層がいつ起

こってもおかしくないという中で、下水

の方でもそういう形を踏まえた中で対策

をとってもらって、この防災公園に関し

ましては、駅前等再開発特別委員会の範

囲になってこようかと思いますが、これ

も総務防災なりそういうところと、一番

プロである下水の方々がそういうノウハ

ウを提供することによって、他市にない

ような形の、市民が本当にそこへ行けば、

そういう形のもので全部対応できるよう

な形の、他市にない最高の防災公園がで

きるように、またいろんな形で摂津市の

住民がそういう起こったときでも、そう

いうトイレに関することに関しては、何

の障害もなくできるような形の啓発と取

り組みを、お願いしておきたいと思いま

す。

　ガランドに関しましては、今のご説明

で結構です。

　以上です。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　先ほどの雨水

整備にかかわりまして、今後いろんな形

での降雨状況は予想されます。その中で、

雨水を何らかの形で活用する。私が認識

するところでは、東京の方で国技館、こ

こが地下にその雨水の貯留施設を設けて

おられて、それを一応中水道というよう

な形、あるいは散水程度の水に活用され

ているというふうには伺っております。

最近、やはりそういう貯留という方法で

すね。下水の事業の中では、やはり公園

ですとか、そういう広場を活用するとい

う形での貯留施設をつくる。あるいは非

常に浸水頻度が高いところでは、バイパ

ス管というような雨水管を、大きな雨水

管を整備されて、そこで一たん貯留して、
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それから時間差をもって晴天時に排出す

るというような形の計画をされていると

ころもございます。

　今、委員ご指摘の家庭でのそういうも

のがというお話です。これにつきまして

も、最近やはりいろんな形でそういうお

話を伺います。私も以前から、各家庭に

ドラム缶１本ぐらいの水をためていただ

けたら、非常にこれはありがたいなとい

うふうな思いがありました。そんな思い

は私が気づく前に、既にほかの方々が認

識されてまして、既にそういう各家庭に

２００リットル、ドラム缶１本ぐらいで

すね、こういうものがもう製品として扱

われているということです。こういう内

容で、屋根から、とゆを介して雨をため

る形になっているんですが、いろんなと

ころで今取り組みをされているように伺っ

ております。近隣におきましても、ちょっ

と声をかけてみました。そういうことを

やっておられますかというふうな話。近

隣では茨木市が、平成１５年ぐらいに、

そういう取り組みをやっているというふ

うに伺っています。やはり、私は先ほど

申し上げましたように、各家庭にドラム

缶１本という形ですから、下水で取り組

みができるならやりたいなと思っていま

す。ただ、下水道の中では計画雨水量と

いうのがございますから、それ以上の機

能を持たせる施設投資は、なかなか今の

状況の中では難があるんじゃないかな。

ですから、雨水のことですから一般会計

の方の守備範囲にもなりますし。一昨年

でしたか、豊中の方で時間雨量１００ミ

リというような、とんでもない雨が降り

ます。ですから、各家庭で貯留をしてい

ただいて、少しでも流出時間を抑制して

いただくことが、浸水にも大きな寄与の

部分があるんじゃないかなと。

　あと、そういう事例を確認してますと、

各家庭にためられた水、これは庭の散水

ですとか、いろんな形での夏場ですと打

ち水というんですか、そういうふうな形

のものに利用されているというふうな事

例を聞いております。摂津も１か所取り

組んでおられるところを確認しました。

これは摂津高校。ここも確認に行きまし

たけど、ここは３００リットルから５０

０リットルのポリタンクをとゆから水を

集めておられる。これも見せていただい

たんですが、やはりこれもその内容に関

心をお持ちの先生がその当時おられた。

今はその先生が転任された流れで、施設

は残っているけど、ちょっとその活用が

鈍っていると、こういうふうな内容でご

ざいました。

　ですから、今後やはり、雨水は結構光

に触れることなければ、コケ等も生える

ことがないんで、非常に活用の中身とし

ては広がるんではないかと。ですから、

広げられる内容でもありますけれども、

この辺、内部的にどこと相談していいん

か、ちょっとまだ私も考えてないんです

けれども、取り組みができるんなら取り

組んでまいりたいなと、このように考え

ています。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　そのような取り組みをもう

既に考えられて、他市のそういうデータ

もとられているということなんで、本市

も今言われたような形で、そういう広が

りができますような啓発運動を、これは

今言われた各課どこと相談するかという、

それもあろうかと思いますが、積極的に

していただきたいことをお願いして、終

わります。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　本保委員。

○本保委員　議案第６号の方の予算概要

の方からお尋ねをさせていただきたいと
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思います。

　まず、１８０ページの流域下水道管理

事業５億６，９７０万１，０００円につ

いてでございますけれども、安威川流域

下水道の維持管理負担金の中身について、

お聞かせをいただきたいと思います。こ

れは昨年議論をされまして、ことしから

この制度の見直しが実施されるというこ

とでございまして、計上されていると思

いますけれども、府の方では、その当時

お聞きしましたら、特別会計として取り

扱いの予定だということがありました。

この中身についてですけれども、そのほ

かに今回府の方が暫定予算ということで

ありましたけれども、影響が全くないの

かどうかということと、また退職金が、

当時のこの下水道業務従事者の退職金の

負担が維持管理費に含まれるということ

で、当時お話を聞かせていただいており

ましたけれども、これについても割合に

ついてお聞かせをいただきたいと思いま

す。当初の改革の提案との差異について

は、本市の当初の見込みどおりであるの

かどうか。こういった点についても、あ

わせてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

　１８１ページですけれども、ガランド

水路親水施設管理事業の方なんですが、

今、野原委員の方からも、その観点から

ご質問がありましたけれども、今年度の

事業計画についてお聞かせをいただきた

いと思います。通年どおりであるのかど

うかということですね。何か変わった工

夫が、毎年いろんな形で工夫をされてい

ると思うんですけれども、そういった工

夫があれば、お聞かせをいただきたいと

思います。また、今後の拡充予定につい

て、縮小されていって経費削減をされて、

より快適な親水施設の維持管理をという

ことを目指していただいているというこ

とで、いつもお答えをいただいているわ

けですけれども、今回また親水施設の方

の周辺のいろんな形での修繕ですね、そ

ういったことについても、今後どのよう

にお取り組みをなされるのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　あと、１８２ページの公共下水道整備

事業のうち、公共下水道工事３億円の中

身についてお尋ねをしたいと思います。

これは安威川以南の水洗化と浸水の防御

を図るとされまして、主要事業一覧では、

東別府地区の浸水対策として、東別府雨

水幹線の基本設計を行うというふうにあ

ります。詳しい内容について表もいただ

いておりますけれども、その部分だけな

のかどうか。その点についてお聞かせを

いただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは今、委

員からご質問いただきましたうち、まず

１点目の流域下水道の維持管理負担金の

内容のうち、暫定予算の関係、また退職

金の取り扱いにつきましては、後ほど石

川課長の方からご答弁申し上げます。

　そこで私の方から、先般来お願いしま

して一元化に、この３月３１日で組合が

廃止になって一元化になるわけでござい

ます。それで協議会、委員会等でいろい

ろご審議願った折にも、そのための効果

額というのを私の方から申し上げており

ます。それと比較論になるわけでござい

ますけれども、その前にいたしまして、

総額といたしまして維持管理負担金は前

年度より増となっております。この理由

につきましては、有収水量の増、また燃

料でございますコークス、原油の高騰に

よるものが主な内容でございます。ただ

そうした中で一元化による経費削減の話

でございますけれども、協議会でも１０

－�14�－



年間を平均した本市の縮減額の提示もさ

せていただきました。また、その後でご

ざいますけれども、別資料といたしまし

て年度ごとの効果額もお示ししたところ

でございます。

　それの２０年度と今回の当初予算との

比較でございますけども、以前我々から

提示させていただきました平成２０年度

の縮減効果というものは、まず１点目の

人件費の減、また２点目の水質分析の外

注による増、またその他の経費の縮減等、

この３点をあわせまして、以前の提示額

は７５０万円ほどの縮減効果が図れます

ということを申し上げております。それ

に伴いまして、今回の予算措置上の中で

は、それら３点であわせまして１，０５

０万円の縮減効果が図られております。

また、今年度には影響しませんけども、

翌年度に影響します消費税の話でござい

ます。資料では２０年度分の会計上発生

する消費税の縮減効果として２，０１０

万円を提示させていただいております。

それに対しまして今回の予算組みの中で

消費税を計算しますと２，１６０万円の

縮減効果が図れるということで、それら

をあわせまして提示額が２，７６０万に

対して３，２１０万円の縮減効果が図れ

るという結果となっております。という

ことで、協議会、委員会でお示しさせて

いただいた縮減効果以上の効果が得られ

たというふうに、我々は感じておるとこ

ろでございます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　流域下水道維持

管理負担金の暫定予算の影響ということ

で説明をさせていただきます。

　維持管理費につきましては、年間予算

額の４か月相当分、おおむね３分の１を

計上するというような予算編成が示され

ております。本市への影響ということで

ございますけども、流域の維持管理負担

金というのは年４回にわたって支払うよ

うになっております。３分の１というこ

とで、第１期分についてはその４分の１

の１２分の１というのが本来でございま

すけども、大阪府の方からは突発的なト

ラブルが発生したときに、そういった少

額では対応できないおそれがあるという

ことで、一応今後の協議ということなん

ですけども、第一四半期に年間の予算額

の４分の１相当額を上限として支払うと

いうような方針が示されております。

　あと退職金でございますけども、これ

は２０年度に退職される方について、流

域組合に在職されておられた期間の負担

金を本市の方が負担するということで、

金額としては３００万円となっておりま

す。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　本保委員お尋ね

の公共下水道整備事業の中での、東別府

雨水幹線の基本設計という内容でござい

ます。この内容につきましては、工事設

計外委託料の３，５００万の中に入って

ございまして、前年度２，５００万から

１，０００万円の増額をさせていただい

ております。この委託料につきましては、

通年は次年度工事の設計委託を行うがた

めの分で２，５００万円上げさせていた

だいておりまして、今回１，０００万円

を今の基本設計の方の内容として上程さ

せていただいております。この基本設計

につきましては、先ほども少し述べさせ

ていただいたんですが、非常に昨今のゲ

リラ降雨の中で、安威川以南の雨水整備

の必要性を感じている中で、財政状況の

関係から幹線整備ができてないという状

況の中で、今の東別府雨水幹線、これに

つきましても非常に計画としてはかなり

年数がたってございます。実際、財政好
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転時に事業着手という形になったときに、

スムーズな形で事業着手に向けて進めて

いくがための、今の現状を再度確認する

中で、スムーズな事業発注が可能なよう

に、事前の準備という形の中での基本設

計として、今回上げさせていただいてお

る内容でございます。

　内容につきましては、今の現計画の問

題点の整理を行い、なおかつ現地測量で

ありましたり、地下埋設物の確認等、そ

れとあと管径の決定でありましたり、工

法の選定、工期の算出と概算工事費とい

うふうな形の中で、スムーズな形の発注

ができるような準備という形を考えてご

ざいます。よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　ガランド水路の

事業計画等の工夫等はどうかということ

でございますけれども、平成２０年度に

は、いつも送水を停止、土日しておりま

すけども、それだけじゃなく流水面に砂

などを敷き詰めて、藻等の成長を抑制で

きないかとか、他の実績等も検証に行っ

て、費用をまだ幾分なりとも足りないな

と思っております。

　それと、今後の維持管理等についてで

ございますけれども、２０年度、ガラン

ド水路もできてもう１０年たっておりま

す。ですから、職員ではございますが総

点検をかけまして、危険なところの年次

計画で直していきたいという計画も立て

ていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○山本靖一委員長　本保委員。

○本保委員　ありがとうございました。

まず流域下水道の方ですけれども、今ご

説明をいただきまして理解をいたしまし

た。一応当初の予定よりもそれ以上の効

果があったということで、ご答弁をいた

だきました。今後５年間の間に、昨年い

ろいろ説明書等いただきまして説明をい

ただきました中で、また建物の修繕とか、

主な施設の建設予定とか、新設、開設等々、

また組まれているということでもござい

ますので、消費税等の関係もあって、変

動はするというふうには、その当時ご説

明があったと思うんですけれども、そう

いったことも含めて、今後またしっかり

とこういった形で、当初の予定どおりの

削減効果、今回はそれ以上を望めたわけ

ですけれども、怠りなく当初のご説明い

ただいた内容はもちろんのこと、それ以

上の削減効果があったというような形に

なるように、しっかり今後お取り組みを

いただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　重ねてご説明をいただきました、この

東別府の雨水幹線の件なんですけれども、

将来的に財源が充足したときに、スムー

ズな形で工事が進められるようにという

ことで、その確認のための事業計画等々、

再度やっていただいているということで

あります。このご答弁に対しましては、

本当に地域の皆さんからでも、この未整

備地域、特に一定の事情のある地域の方々

からは、本当に強い要望が上がっており

まして、特に水洗化につきましても、何

とか一日も早くということもあります。

行政の方だけではこれはどうしようもな

い、いろんな問題が絡んでいることだと

も思いますけれども、雨水の方に関しま

しては一定の処置をしていただいたので、

さほどひどくはなくなったというふうに

は聞いております。改善していただいて

いるというふうにも聞いているんですけ

れども、やはり先ほどからご答弁の中に

もありましたように、全体的にこの地球

温暖化の影響とも言われていますけれど

も、大量の短時間に降水というのがたび

たび見受けられますので、そういったと
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きには、少しまだたまる場所があるよう

にも聞いております。地域の方々からの

長年の要望をしっかりと受けとめていた

だいていると思いますけれども、今のご

説明いただいたような、そういった事前

にしっかりと財政が軌道に乗ったときの

スムーズな工期を考えていただいている

というのは、よくよく理解をしているん

ですけれども、ぜひともこれについては

さらなるご努力をお願いをしたいと、こ

のように思いますので、よろしくお願い

いたします。

　ガランド水路の件なんですけれども、

お答えをいただきました。総点検をして

いただけるということでございましたの

で、やはりあの辺、ますますこのごろ注

目を浴びるような形で、いろんな行事等

が開催をされるようになってきました。

多くの方がガランド水路の周辺、大正川

の河川敷のあのあたり、男女共同参画セ

ンターの前のあたりですね、たくさんの

行政の方でも行事を開催していただいて、

利用していただいてますので、その流れ

の中で、夜なんかはあそこを歩かれて、

本当にこんなきれいなところがあったん

かなというような感想を漏らしておられ

た方も昨年もありましたので、たくさん

の方が通るようになりますと、老朽化す

ると、やはり事故等の心配もありますの

で、その点、総点検をしていただくとい

うお返事をいただきましたので、きちん

とまたよろしくお願いしたいと思います。

夏場の、やはりどうしても臭気なんかに

ついても、今、かなりいろんな形で努力

をしていただいているみたいですけれど

も、この点についてはまたご配慮をお願

いをしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

　以上です。

○山本靖一委員長　ほかに。

　原田委員。

○原田委員　受益者負担金の２，５００

万円、過年度分６０万円のご説明をもう

少しお願い申し上げます。

　それから下水道の使用料について２０

億円が上がっておりますが、これについ

ての明細をお願いいたします。

○山本靖一委員長　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　原田委員の受

益者負担金の算出根拠について、どうな

んだというご質問でございますが、まず

２０年度賦課分といたしまして、１８年

度の工事全体の距離、それから１９年の

工事全体の距離を比較しまして、１３％

の増が、これがまず第１点で２，１００

万ほどの計上となっております。それか

ら、２０年度調定分なんですが、１件の

大口の事業所がございます、こちらの方

で６８０万ほど計上させていただいてお

ります。それから、これからもちろん１

８年度賦課分、あるいは１９年度賦課分

の２０年度調定分、これを計上させてい

ただきまして、２，５００万というふう

になってございます。

　それから、過年度分の６０万円につい

てはどうなんだということでございます

けども、昨年度は９０万で計上させてい

ただきましたけれども、いわゆる受益者

負担金の方、督促、催告を地道ではござ

いますけど推し進めてまいりまして、１

９年度末の推定額なんですけども、不納

欠損額を含んでおりますけども７００万

円と。不納欠損額が１３０万でございま

すので、これを考えまして、これの１０

％の約６０万の収納であろうと。どうし

ても収納については後になりますほど難

度の高いものが残ってまいりますので、

額的に６０万とさせていただきました。

受益者負担金については以上でございま

す。
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　それから、２番目の使用料の件でござ

いますけども、これの算出に当たりまし

て、料金改定それからそれぞれの使用水

量のランクというんですか、そのランク

分けで件数の増減だとか、あるいは水量

の増減、これを加味いたしまして算出さ

せていただいております。なかなか改定

率５．５％とさせていただきましたけど

も、やはりいわゆる大口の事業所の方の

節水だとか、そういったことも一部織り

込まなければなりませんので、今回この

ような金額にさせていただいた状況でご

ざいます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　ご答弁をいただきましたが、

１７年、１８年、１９年も年度ですが、

実際にいわゆる過年度分ということで１

７年、あるいは１８年が上がってくると

思うんですね。その合計を一遍教えてほ

しいと。先ほど１７年、１８年も含めて

というご説明であったわけですけれども、

年度ごとにお教え願えないでしょうか。

　使用料につきましても、２０億円の明

細等簡単なご説明でありました。これに

は過年度分、あるいは収入未済額が続い

ている部分についてのご説明がなかった

わけであります。これはどれぐらいにな

るのかお尋ねいたします。

○山本靖一委員長　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　まず、第１点

目の、受益者負担金の年度別の未済額に

ついてはどうかというご質問だと思いま

すが、滞納繰越分ですと１６年度で現在

残っております未済額については４１万

９，６１０円になっております。これは

一応２月１０日の締めでやっております。

それから１７年度につきましては、未済

額につきましては１１７万７，０００円

でございます。いずれも賦課年度の中の

残りというんですか、未済額でございま

す。ちょっと使用料については、しばら

くお待ち願います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　使用料について、

収入未済額でどのぐらい収入を見込んで

いるのかというご質問でございますけれ

ども、当初予算には収入未済額の予定額

というのは見込んでおりません。

○山本靖一委員長　受益者負担金の方は、

またちょっと資料でも出していただけま

すか。出ますか。

　原田委員、先に質問をお願いします。

○原田委員　２０年度の予算審査であり

まして、少なくとも１９年、１８年、１

７年、１６年、いわゆる不納欠損で処分

をしていく年度から減っていくわけです

けれども、今先ほど言われたように１６

年が４１万円、１７年が１１７万円、合

わせて１５８万円、これ２年分で。１８

年度は聞いていないから。そうすると、

この分はやはり過年度分としての収入を

上げておかないと。それで、１９年の決

算を打った段階で不納欠損はどれだけ、

収入未済額はどれだけ、収入はこれだけ

と、こういう決算報告をいただくわけで

すから、この６０万円の中に、今言われ

た数字だけでも足らないというふうに感

じるんですが、これについてのご説明を

いただきたいと思います。

　同じく使用料についても、受益者負担

金の１７年度分で３１６万３，２２０円

がありまして、その後いろいろ努力をさ

れて、それは不納欠損でございまして、

１７年度で受益者負担１，０３８万４，

１０４円があるわけですね。１８年度で

７３７万９，０６４円、これは受益者負

担金で残ってきている分。そして、いわ

ゆる使用料については１７年度の収入未

済額が８，８５１万３，８２２円、１８

年度で１億４，１１７万１，１２４円と、
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こういう数字を経ているわけです。した

がってそういうことであれば、この数字

をきちっと把握をして、予算の中に計上

していくと、こういうことであると思う

んですけど、これについてのご説明をい

ただきたいと思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　まず、受益者負

担金の方でございますけども、各年度ご

との滞納分があって、その中でどれだけ

収入を見込むのか。これについては各年

度ごとのそういった、もちろん滞納額で

あるとか徴収額、これの額は当然把握を

しております。それを予算額にどこまで

見込むのかということ。これどの程度回

収できるのかということの見込みという

ことになってくるわけで、大変現実的に

はなかなか難しいところがあるのは事実

なんですけども、そこら辺、今後、今現

在、督促、催告を積極的にやっておりま

すので、そういった実態を見ながら反映

させていきたいと思っております。

　下水道使用料につきましても同様に、

基本的には水道部の方で督促等をやって

いただいておりますけれども、市の下水

の方でも未済額が大きいことから、言わ

れるように、当初予算の中でそういった

未済額部分の収入というのを、実績等を

もとに今後は反映させていきたいと思っ

ております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　そのような状況では、具体

的な数字の審査ができないですね。やっ

ぱり明らかに出していただく数字をきちっ

と出していただいて、その後、徴収がで

きない、あるいは不納欠損での処分は仕

方がないと、こういうことについては理

解もいたします。しかし、当初の段階で、

いわゆる使用料の未済額がどれだけある

んだと、過年度分に対して、これは計上

するべきなんですね。どれだけいただけ

るかわからないから入れてないねんと。

こういうことはちょっとおかしいと思う。

委員長の方で、この問題を整理してくだ

さい。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　今ご指摘いただ

いております受益者負担金、使用料等々

の未済額の当初予算への計上の考え方で

ございますけども、従前、今年度もそう

でございますけども、私どもといたしま

しても、使用料におきましては未済額も

計上いたしておりません。これにつきま

しては、やっぱり歳入歳出の均衡という

のがございますので、未済額を計上した

中で、それが回収できなかった場合に歳

入欠陥に陥るという観点から、こういう

予算編成をさせていただいております。

ただ、委員ご指摘のように、決算時点で

未済額が出ております。それを当然、当

初予算で上積みするのが当然だというご

指摘、これは私もそのように考えます。

ということで、明らかにその段階で未済

額等の額も明らかになってまいりますの

で、これは今後、予算組みの問題もござ

いますし、その収入欠陥の問題もござい

ますので、財政当局ともその辺は相談し

てまいりたいと、このように考えており

ますので、よろしくご理解お願い申し上

げます。

○山本靖一委員長　いつも使用料とか受

益者負担金の関係で言えば、補正で随分

大きく積んできた経過がありますから、

当初予算のときに原田委員が指摘されて

いるように、やっぱりきちっと表に出し

て、もらえない分はいろいろあるかもし

れませんけれども、予算審議に耐えられ

るような、そういう資料としてきちっと

出していただくように、これは委員長と

してもお願いしておきたいと思います。
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　原田委員、質問してください。

○原田委員　実は市の中で、いわゆる使

用料も含めてですけど、それの検討をずっ

と進められているわけやね。どうしよう

かということ。やはり、そのことは担当

課としても、こういう実態をきちっと出

していただいて、これだけあるんですよ

と。先ほど数字、１８年度分で１億４，

０００万という数字があるんですね。そ

れをやはりここで上げといていただかん

と、全体の審査の中でその分が収入とし

て入ってくるわけですね。どれだけもら

えるかわからないから上げてないねんと

いうことは、ちょっとおかしいと思いま

す。これは委員長の方でさばいていただ

けませんか。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時２５分　休憩）

（午後　１時１５分　再開）

○山本靖一委員長　休憩前に引き続いて

再開します。

　答弁を求めます。

　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　先ほど答弁さ

せていただきました受益者負担金の滞納

繰越分の過年度分について、金額の訂正

をさせていただきたいと思います。

　１７年度につきましては、先ほど１１

７万ということでお答えさせていただき

ましたが、これは新たな１９年度滞納繰

り越しするであろうという現在の数字を

含めましたので、これを除外させていた

だきますと、３４万３，７１０円になり

ます。これが純然たる１７年度の滞納繰

越分ということになりますので、よろし

くお願いします。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　午前中の原田委

員のご質問の中で、受益者負担金それか

ら使用料の現在時点の未収額、こういっ

た説明できるような資料をということで

用意をいたしました。お手元の方に配付

をしております。

　まず受益者負担金の表の方から説明を

させていただきます。こちらの方は平成

２０年２月末現在の未収額をあらわして

おりまして、まず１２年から１８年度ま

での調定額、予算に計上した額でござい

ます。これに対して実際に収入された額、

これが収入額で、その差し引きが未収額

ということでございまして、今現在では

２月末現在では４６２万ということになっ

ております。これに対して２０年度の当

初予算でどれだけの回収を見込んでいる

のか、金額的には６０万ということになっ

ております。その６０万の考え方という

のは、１４年度賦課分以降の未収額、こ

れに対して約３０％回収できるであろう

という見込みのもとに、６０万を計上し

たものでございます。

　続きまして使用料の未収額でございま

すけれども、現在時点の未収額というの

は把握できておりません。把握できるよ

うなシステムに今のところなっていない

ということで、これを把握できるのは、

決算時点では当然把握はできるんですけ

ども、しばらく時間を要すということで、

時間があればもちろん出るんですけども、

タイムリーにはそういったものが出るよ

うなシステムには、今の時点でなってい

ないという状況でございます。お手元に

配付しましたのは、１８年度決算の未収

額の内訳ということで、資料の方を用意

させていただきました。こちらの表は１

３年度から１８年度分の未収額を計上し

ております。このうち１３年度分につい

ては１８年度決算において不納欠損して

おりますので、実際には最下段に書いて

おりますように１億４，１１７万１，０

００円、これが１８年度決算における未
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収額ということでございます。各その内

訳として、各年度に１４年度から１８年

度までの未収額を記載いたしております。

この１億４，１００万のうち、今回の補

正で３，６００万円を１９年度に収入し

たという内容でございまして、２０年度

当初予算にこの未収額の回収金額という

のは含めておりません。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　受益者負担金の方で約３０

％の徴収ということであります。額は４

６２万ということでございますので、さ

らに努力をしていただきたいということ。

掲載についても可能な限り滞納額に近づ

けるような数字を掲載しておいていただ

いて、やはり年間の中での努力というこ

とは、やっぱり考えられるわけでありま

す。使用料につきましてもそういうこと

であります。

　質問には上げなかったんですが、使用

料の徴収について、水道部の方に徴収委

託をしていただいています。その委託金

額は約４，４００万円でしたか、お支払

いいただいています。そういう立場から、

もっと水道部との協議を進めていただい

て、やっていただくということをお願い

したいと思います。

　ご案内のとおり、この２月２５日に債

権管理対策協議会というものが立ち上げ

られまして、ご案内のとおりそういうこ

とで、目的に沿ってやろうということで

あります。その目的はやはり何かと言え

ば、市民負担の公平性を担保する。支払

う人、支払わない人の不公平性を是正す

るためにやるんだということがうたわれ

ております。そういう意味で、先ほど出

た数字に向けて、努力をしていただきた

いということを要望しておきたいと思い

ます。

　以上で質問を終わります。

○山本靖一委員長　ほかに。

　木村委員。

○木村委員　午前中いろいろ議論をされ

ておりましたが、公共下水の普及率の南

北格差の問題ですけども、とりわけ安威

川以南の普及率の大きなネックになって

おるのが東別府の問題だと思うんです。

これ、ずっともう膠着状態が今日まで続

いてますけれども、これは例えば千里丘

の西の再開発、あるいは東の再開発でも

地権者の協力が得られなくて、膠着状態、

あるいは行き詰まっとるという現実があ

りますけれども、森山市長の方から、困

難な問題にも一定やっぱり方向性を出し

ていくんだということもおっしゃってま

すし、そういう点ではこのまま東別府の

公共下水の問題を膠着状態のまま放置し

ていいのかということを考えたときに、

やっぱり何かの打開策を見出していく方

法は、やっぱり行政としても、考えても

らわないかんのかなという感じがしてい

ます。

　それで私は１つの提案として、新幹線

の側道が近年ＪＲの方から寄附を受けま

した。ということで市の道路に認定され

ておるはずですね。そういう点からすれ

ば、その新幹線の側道を利用して、そこ

から幹線を延ばしていくという１つの方

法があるんではないかと思うんです。こ

れはすべて問題解決につながらなかった

としても、やはり一定、一歩一歩積み上

げていくことによって包囲網をつくって

いって、協力を得るように持っていくと

いうことも、１つの方法ではないかと思

うんです。本来であれば、これはやはり

開発した業者が自分の、言ってみれば売っ

たお得意さんの快適な生活環境を保障す

るという立場からすれば、業者としては

非常に私は好ましくない方向に向いてい

るんではないかと思うんです。売ってお
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いて、後はそういう公共下水が入らない、

妨害になっているということでは、私は

やっぱり業者の姿勢としてはいかがなも

んかと思います。そういう点では、その

問題をいつまでも追及しておるだけでは

いかんと思いますし、今申し上げました

ように１つの突破口を見出してはどうか

と思うんですけれども、その辺のお考え

についてお聞かせ願いたいと思います。

　もう１つ、ガランド水路の問題。これ

は前にも申し上げましたけど、私が議員

になった三十五、六年前のときから議論

がされてきました。当時の井上市長は、

ガランド水路に白鳥を泳がすんだという

ようなこともおっしゃって、そんな中で

私も議会に出させてもらって、私たちが

子どものころの遊び場といえば大正川で

あり山田川、安威川であり、正雀川であ

り､淀川。いろんなそういう子どもたち

が憩い遊べる場所があった。しかし、今

それがどんどん失われていく中で、やっ

ぱりそのガランド水路親水事業を推進す

ることによって、子どもたちの遊び場所、

憩いの場所、いやしの場所、そういうも

のをつくってはどうかということで、委

員会としてもあちこちの先進地を検証し

てきて、あそこのガランド水路は前へ進

んでいった。完成したときに、甦る水百

選に選ばれて、非常に大きな評価を受け

て、近隣あるいは遠方の方からも議会が

研修に来られるという、そういう実態が

あったと思うんです。

　それを土日とめるということは、本来

のやはり親水事業としての目的からは、

相当私は後退しておるように思います。

土日といえば、やはり地域の住民が非常

にその場所で憩い、いやされる部分です

から、肝心なときにとまっているという

ことでは、本来の親水事業としての目的

は達成していないと思います。もっと言

えば、ガランド水路ができてから、あの

香露園地域、建てかえが進んでいく中で

非常に整然としたまちづくりがされていっ

て、住宅環境としては非常に良好なもの

に大きく前進をしたということもありま

すから、そういう点では、ガランド水路

もそれに一定の貢献はしたのではないか

と思います。

　そういう点では、あの水路をもっともっ

と有効利用すべきだと思うんですけども、

これは太中浄水場の浄水を流すというこ

とについても、やっぱり経費的な問題も

あるし難しいから、甦る水百選に選ばれ

たように、処理水を流すという形で、非

常に藻やコケが生えやすくなってしまっ

たということがあるんですけれども、今

それを３，０００万円で業者委託をして

やっておられるということなんですけれ

ども。そのしゅんせつというんか、清掃

作業が月に何回、先ほど２回、１回とい

う答弁もあったんですけれども、やはり

若干の費用の上積みがあったとしても、

回数をもう１回ふやすとか、いろんな工

夫があってしかるべきだと思うんです。

いろいろそういう管理費の問題が上がっ

たときに、極端な議論としては地域の方

なんかでも、そんなに金がかかるんやっ

たら埋めてもたらどうやと、公園にした

らええやないかというような意見もあっ

たように私は聞いているんですけれども、

それはやはり親水事業と大きくかけ離れ

てしまいますし、国の方からの補助金を

もらってやって、会計検査院の方からそ

ういうことをやったときにどうなんかと

いうことを考えますと、そんなことは全

く考える余地はないという問題だと思う

んです。だから、そういう点では、どう

今の現状を解決するか。あるいは、自治

会にいろいろ協力をお願いしてやっても

らっているという実態もある、答弁が先
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ほどありましたけれども、やはりそれは

地域の人にもいろいろ協力してもらうと

いうこともさることながら、やはり行政

として主体的にどう管理をしていくんか

ということも考えたときに、今後ずっと

未来永劫このガランド水路は生き続けて

いくんですから、だからそういう点では、

やはり何らかの方法で、行政が主体的に

もう少し管理をする方法もないのか、そ

の辺のことについての一定の考えを聞か

せてもらいたいと思います。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　公共下水道の

普及率にかかわります安威川以北、以南

の整備の格差というような形の中で、今、

非常に話題になっております東別府地域、

我々も非常に苦慮しているところでござ

いまして、地権者ともお会いする中で、

なかなかいい返事をいただけない。今、

委員の方からルートの見直しなど、現計

画ばかりにこだわることなく新たな手法

をもってルートの見直しを持つことで、

また新たな展開が開けるのじゃないかと。

本当にそのとおりかと思います。いいア

ドバイスをいただいたと思います。私ど

もも、いま一度、今の下水道整備に当た

ります施設平面で計画をしておりますけ

れども、それの既に入って整備できてい

る部分と、今にらむべき地域がうまく連

携がとれるかどうか、もう一度その辺を

机上でとりあえず探ってみる。可能性が

あれば、それに求めて整備を進めていき

たいと、このように考えます。

　それと、ガランド水路の件ですけれど

も、私も委員と同感でして、今のガラン

ド親水施設、この部分については非常に

私個人的に熱意を持っているつもりでお

ります。ガランド水路、もともとあそこ

の状況をどういうふうに活用するかとい

うふうないろんな話の中で、結果的には

大前提としまして、市民に潤いと憩いの

場を提供するというような文言を持って、

私どもも整備に取りかかった、こういう

思いがあります。あの施設がオープンし

ましてから、かれこれもう１０年たちま

すけれども、その変遷の中で、春にはも

う間もなく桜も咲いてこようかと思いま

すけれども、ガランドのところで大正琴

の演奏会ですとか、あるいはフラワーアー

ト、それから子どもの節句の折には鯉の

ぼり、バクの家のところで交流会が持た

れる折には、あの広場を活用されている。

また、健康維持といいますか、健康回復

がための基点として、あそこで体操をな

されて、大正川の遊歩道を散策されてい

るというようなことも見受けますし、本

当にいろいろな形で活用を願っていると。

また年末には年末でイルミネーションな

どを飾っていただいて、寒い夜において

もあそこを散策される方がたくさんおい

でであると、こういうことについては、

私ども非常に本来のガランドの性格を発

揮しているかなと、こういうふうに考え

ています。

　埋めてしまえばとかいうような過激な

意見もあったようにお伺いしましたけれ

ども、私としましてもそういうことじゃ

なしに、今後ますます多くの市民の方々

があの場所を憩い、潤える場所として活

用していただけたらと。そんな中で、や

はり処理水の送水、この分につきまして

も、今間欠で土日を休んだような形で流

させていただいて、維持管理費を少しで

も軽減すると、こういう努力もしており

ますけれども、確かに水を流すことで、

水のせせらぎの流れで、それぞれ個人の

感情を潤すというような形の施設、これ

については私どもも今後、コケの繁殖を

抑えられる内容のものがあれば、そうい

うふうな活用も考えてまいりたいと思い
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ますし、今後、下水道の処理水を活用し

ているという条件の中で、処理工程の改

善も今後進んでまいろうかと思います。

そうすると、やはりそういうところの反

映も出てくるんじゃないかなと。そうい

う気持ちを持っておりますので、私ども

としましては、今後も愛される施設とし

て管理してまいりたいと、このように考

えております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村委員　繰り返しになりますけれど

も、森山市長が本年度、一応困難な問題

にも一定の決断をしていくということを

おっしゃってますし、そういう点では、

その意向を受けて担当の方も、いろんな

困難な問題をどう打開するかということ

は、やっぱり考えていくべきであって、

従来の議論の延長線上では、私はひとつ

も前へ進んでいかないと思いますし、今、

東別府の問題は、そういう新幹線の側道

のことも含めて検討するという、１つの

前向きなご答弁がありました。そのこと

については大いに評価をしていきたいと

思います。

　ガランド水路の方も、やはり今の現状

のままで、やっぱりいってはだめだと思

いますし、どう継続して持続していくか

ということを考えてもらって、先ほど私

が申し上げましたように、４月８日ごろ

には、また今、宮川次長の方から答弁が

ありました大正琴の演奏会もありますし、

チューリップのフラワーアートの行事も

あります。これはおおむね日曜日に開催

がされます。その日曜日にガランド水路

の水がとまっておるということでは、や

はり整合性としてやっぱりまずいんでは

ないかということを考えますから、とめ

ないで流すためにはどうすればいいかと

いう、非常にこういう困難な問題に対し

ても、一定の判断をしてもらうというこ

とを、この機会に改めて担当部の方にお

願いをして、今、民営化が大きな時代の

流れですけれども、やはり長いスパンで

考えたときに、あの水路をしゅんせつ、

清掃する作業については、シルバーとか

そういう点では非常に危険性の問題があ

るからできないとか、いろんな問題があ

りますし、地域の人たちにやってもらう

についても危険性がある、子どもたちに

やらすことについても危険性があるとい

うことを従来答弁されてきました。しか

し、今そういうことだけをいつまでも模

索するんではなしに、長い継続性を考え

たときに、やっぱり行政が主体的に、一

時的にそういう機器を購入してでも、行

政みずからでそういうことが行えるとい

う方向も１つの方法ではないかと思いま

すので、その辺、私の１つの提言として

受けとめていただいて、今後この困難な

問題をどう一定判断し、決断していくか

ということについて、担当部の努力を期

待して、質問を終わりたいと思います。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質問なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時３４分　休憩）

（午後１時３６分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第２号及び議案第１１号の審査を

行います。

　補足説明を求めます。

　池田部長。

○池田水道部長　議案第２号、平成２０

年度摂津市水道事業会計予算につきまし

て、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　本市の水道事業につきましては、昨年

１０月に水道料金の値下げを行ったとこ
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ろですが、引き続き太中浄水場等の施設

改修、配水管整備、鉛管対策など、計画

的に事業を進めるとともに、各種経費の

削減を図り、健全な事業運営を行ってま

いります。

　それでは、予算書の３１ページ、予算

実施計画説明書をご参照願います。

　３１ページから３２ページにかけての

収益的収入でございますが、款１、水道

事業収益、項１、営業収益につきまして

は、今日の水道事業を取り巻く経営環境

等を勘案して計上いたしました。まず、

目１、給水収益では、前年度に比べ６，

３２３万２，０００円の減額となってお

ります。この理由としましては、昨年に

実施した料金の値下げや、市民や企業の

節水などにより、水道料金収入が減少す

ると見込んだものでございます。

　目２、受託工事収益では、前年度に比

べ１，９３０万１，０００円の増額となっ

ております。これは、受託事業である南

千里丘のまちづくりに伴う給配水管布設

工事などが増加することによるものでご

ざいます。

　目３、その他営業収益では、前年度に

比べ５９万９，０００円の減額となって

おります。この主な理由としましては、

住宅着工件数の減少などにより、設計審

査手数料や工事検査手数料が減少すると

見込んだものでございます。

　３２ページ、目４、受託事業収益では、

ほぼ前年度並みの収益を見込んでおりま

す。

　項２、営業外収益の目２、受取利息及

び配当金は、前年度に比べ５３１万２，

０００円の増額となっております。この

理由としましては、財団法人摂津市土地

開発公社からの貸付金利息収入を見込ん

でいるためでございます。

　目３、土地物件収益は、前年度と同額

の３１８万２，０００円を見込んでおり

ます。この内容としましては、土地使用

料では中央送水所及び鳥飼送水所の用地

賃貸料、施設使用料では太中浄水場の施

設賃貸料でございます。

　目４、雑収益では、前年度と同額の１

２万４，０００円を見込んでおります。

これは給水装置工事施工基準の図書売却

益や行政財産の目的外使用料などの収入

を見込んでいるものでございます。

　目５、納付金では、前年度に比べ５９

０万６，０００円の減額となっておりま

す。この主な理由としましては、住宅着

工件数の減少などを見込んだものでござ

います。

　目７、他会計負担金では、前年度に比

べ３０１万１，０００円の増額となって

おります。この主な理由としましては、

福祉減免などに係る一般会計からの負担

金の増加によるものでございます。

　次に、３３ページから４６ページにか

けての収益的支出でございますが、款１、

水道事業費用、項１、営業費用、目１、

原水・浄水及び送水費では、前年度に比

べ１，７５２万２，０００円の減額となっ

ております。この主な理由としましては、

太中浄水場の各種施設の修繕費や府営水

の受水費などが減少することによるもの

でございます。

　３６ページから３８ページにかけての

目２、配水・給水費では、前年度に比べ

３０２万７，０００円の増額となってお

ります。この理由としましては、大口径

の量水器の修理費などは減少するものの、

人件費や配水管路図面出力業務委託料な

どが増加することによるものでございま

す。

　３８ページから３９ページにかけての

目３、受託工事費では、前年度に比べ１，

６４３万４，０００円の増額となってお

－�25�－



ります。この主な理由としましては、南

千里丘のまちづくりの関係で、給配水管

布設工事などが増加することによるもの

でございます。

　３９ページから４１ページにかけての

目４、業務費では、前年度に比べ１，１

４１万７，０００円の減額となっており

ます。この主な理由としましては、人件

費などが減少することによるものでござ

います。

　４１ページから４５ページにかけての

目５、総係費では、前年度とほぼ同額と

なっております。これは非常勤職員の賃

金やシステム改修委託料などは増加する

ものの、人件費などが減少することによ

るものでございます。

　４５ページ、目６、減価償却費では、

前年度に比べ２，３６４万９，０００円

の減額となっております。この理由とし

ましては、構築物や車両及び運搬具の減

価償却費は増加するものの、機械及び装

置や工具器具及び備品の減価償却費が減

少することによるものでございます。

　目７、資産減耗費では、前年度に比べ

８５万３，０００円の増額となっており

ます。この理由としましては、機械及び

装置や工具器具及び備品などの廃棄に伴

う固定資産除却費の増加によるものでご

ざいます。

　次に、項２、営業外費用、目２、支払

利息及び企業債取扱諸費では、前年度に

比べ２，９５０万７，０００円の減額と

なっております。これは企業債借入残高

の減少に伴う企業債利息の減少によるも

のでございます。

　目３、消費税では、前年度に比べ１５

８万５，０００円の増額となっておりま

す。これは税務署に納める消費税及び地

方消費税の納税額を予定いたしたもので

ございます。

　目５、雑支出では、前年度と同額の３

００万円を見込んでおります。この内容

としましては、水道料金の過年度還付金

などでございます。

　４６ページ、項３、予備費、目１、予

備費では、前年度と同額の５００万円を

計上いたしております。

　続きまして資本的収入でございますが、

款１、資本的収入、項１、企業債、目１、

企業債では、前年度と同額の６，０００

万円を見込んでおります。これは配水管

整備事業において、配水管網の改良工事

に要する財源の一部を企業債により措置

するものでございます。

　項２、工事負担金の目１、工事負担金

では、前年度と同額の１４５万円を見込

んでおります。これは消火栓の設置に係

る負担金を予定しているものでございま

す。

　項３、貸付金の目１、貸付金は、財団

法人摂津市土地開発公社からの貸付金返

還金として５億円を計上しているもので

ございます。

　次に、４６ページから４８ページにか

けての資本的支出でございますが、款１、

資本的支出、項１、建設改良費、目１、

施設改修費では、前年度に比べ１億４，

４２１万８，０００円の減額となってお

ります。これは太中浄水場の気曝槽防音

対策や急速ろ過池外壁耐震補強工事など

を行うものでございます。

　４７ページ、目３、固定資産取得費で

は、前年度に比べ２，８９４万４，００

０円の増額となっております。この理由

としましては、工具器具及び備品や機械

及び装置などの購入費が増加することに

よるものでございます。

　４７ページから４８ページにかけての

目６、配水管整備事業費では、前年度に

比べ１，１０２万２，０００円の増額と
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なっております。この主な理由としまし

ては、千里丘ガード拡幅事業に伴う配水

管布設工事費などが増加したことによる

ものでございます。

　４８ページ、項２、企業債償還金の目

１、企業債償還金では、前年度に比べ３，

１３７万円の減額となっております。こ

れは平成１４年度までに発行した企業債、

平成１７年度及び平成１８年度に発行し

た借換債、平成２０年度に予定している

繰上償還に係る元利償還金でございます。

　項３、貸付金の目１、貸付金は、財団

法人摂津市土地開発公社への貸付金とし

て５億円を計上しているものでございま

す。

　項４、予備費の目１、予備費では、前

年度と同額の５００万円を計上しており

ます。

　以上、平成２０年度摂津市水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１１号、平成１９

年度摂津市水道事業会計補正予算（第４

号）につきまして、目を追って主なもの

について補足説明をさせていただきます。

　補正予算書９ページ、補正予算実施計

画説明書をご参照願います。

　まず、収益的収入でございますが、款

１、水道事業収益、項１、営業収益、目

１、給水収益では、１，５００万円を減

額するもので、この主な理由としまして

は、昨年１０月に実施いたしました水道

料金の値下げなどによるものでございま

す。

　目２、受託工事収益では、１，７５６

万６，０００円を減額するもので、これ

は公共下水道工事に伴う給配水管移設工

事の減少によるものでございます。

　項２、営業外収益の目５、納付金では、

３，５００万円を減額するもので、これ

は建築基準法の改正に伴う住宅着工件数

の減少などにより、納付金が減少するも

のでございます。

　目７、他会計負担金では、８５万１，

０００円を増額するもので、これは水道

料金福祉減免に係る一般会計からの負担

金の増加によるものでございます。

　次に、１０ページから１１ページにか

けての収益的支出でございますが、款１、

水道事業費用、項１、営業費用、目１、

原水・浄水及び送水費では、１８０万６，

０００円を減額するもので、これは気曝

槽、濃縮槽等砂撤去工事の契約差金によ

るものでございます。

　目３、受託工事費では、１，７４６万

４，０００円を減額するもので、これは

公共下水道工事に伴う給配水管移設工事

などの減少によるものでございます。

　目４、業務費では、４００万円を減額

するもので、これは検定満期量水器取替

業務委託料の執行差金などによるもので

ございます。

　項２、営業外費用、目３、消費税では、

３１万６，０００円を増額するもので、

これは各種費用の削減により仮受け消費

税に比し、仮払い消費税が減少するため、

結果として税務署に納める消費税及び地

方消費税が増加することによるものでご

ざいます。

　１１ページ、項３、特別損失、目１、

特別損失につきましては、転出先不明及

び企業倒産等による水道料金等の実質的

な徴収不能分を欠損処分するため、８７

８万６，０００円を計上するものでござ

います。

　続きまして、資本的支出でございます

が、款１、資本的支出、項１、建設改良

費、目１、施設改修費では、３，０００

万円を減額するもので、これは太中浄水

場の施設改修工事の執行差金によるもの

でございます。
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　目３、固定資産取得費では、７１１万

１，０００円を減額するもので、これは

ＯＡシステム機器の購入に係る執行差金

及び水質測定器の入札不調によるもので

ございます。

　１２ページ、目６、配水管整備事業費

では５００万円を減額するもので、これ

は配水管布設工事に係る執行差金による

ものでございます。

　項２、企業債償還金、目１、企業債償

還金では、４，１９２万３，０００円を

減額するもので、これは平成１９年度の

補正予算第２号で提案させていただきま

した企業債繰上償還金２億１，４７４万

９，０００円のうち、繰上償還の承認を、

平成２０年度に先送りされた年利率６．

７％未満の企業債に係るものでございま

す。

　以上、平成１９年度摂津市水道事業会

計補正予算（第４号）の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　説明は終わり、質疑

に入ります。

　野原委員。

○野原委員　こんにちは、よろしくお願

いします。

　それでは、まず予算書１５ページ、特

別損失８３６万７，６１９円上がってお

ります。これのご説明をよろしくお願い

します。

　２番目、１９ページ、職員数が５３名

から５２名に減られております。各手当

が減っている中、休日勤務手当、宿日直

手当が変わらない、これの理由をお聞か

せください。

　３番目、予算書２４ページ、特殊勤務

手当、平成１９年、全職種で１万２，０

１２円から９，５７６円、事務職が９，

５００円から７，０２４円、技術職が７，

０７１円から４，６１８円、技能職が１

万５，２９５円から１万３，１０５円減

額しておりますが、この理由をお聞かせ

ください。

　４番目、給水収益、今、部長の方から

ご説明はあったんですが、もう一度１９

年、２，４７０万から本年６，３２３万

２，０００円、減額した内容を、もう少

し詳しく教えていただきたいと思います。

　５番目、予算書３４ページ、車両用燃

料のところで、平成１９年が１９万９，

０００円上がっておりまして、本年度１

８万円になっております。施設用燃料の

方は平成１９年３６万６，０００円、本

年８４万７，０００円になっています。

この理由をお聞かせください。

　６番目、予算書３４ページ、集中監視

装置等保守委託料、平成１９年、５２１

万８，０００円から、本年４９３万５，

０００円に減額しております。この内容

を教えてください。それと、これと多分

関連するかと思いますが、電子計算機保

守委託料、これはほとんど同額なんです

が１，２６８万４，０００円、本年度が

１，２９７万２，０００円、これも加え

てご説明をよろしくお願いしておきます。

　７番目、清掃管理業務委託料が平成１

９年、３１８万４，０００円から本年度

３２４万１，０００円になった理由と、

委託料がどういう形の契約になっている

か、お聞かせください。

　８番目としまして、予算書３５ページ、

薬品費、平成１９年、１，７１８万１，

０００円から、本年１，６９９万７，０

００円に減額しております。その内容を

お示しください。

　９番目、３６ページ、府営水道、平成

１９年、９２５万、平成２０年度、９２

５万１，０００円、これ多分、府営水、

自己水との関係かと思いますが、この内

容もご説明ください。
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　１０番目、予算書３７ページ、修繕業

務委託料、６９７万１，０００円から本

年７１０万２，０００円になっています

その理由、また平成１９年、何回出動と

いうんか要請があったか、それも教えて

ください。

　３７ページ、１１番目、配水管路図面

出力業務委託料１２０万、新規に出てい

ます。この内容を教えてください。

　１２番目、予算書４０ページ、水道料

金納付書等、平成１９年、１９５万９，

０００円、２０年度が１９７万１，００

０円になっております。この理由をお聞

かせください。

　１３番目、予算書４０ページ、検定満

期量水器取替業務委託料１，１２９万３，

０００円から１，１４３万９，０００円。

また検針業務委託料１，９５９万９，０

００円から１，９８５万５，０００円、

これは委託の内容とこの変化の理由をお

聞かせください。

　１４番目、予算書４２ページ、非常勤

職員等賃金、平成１９年が１，６３０万

１，０００円から本年１，９２８万４，

０００円に増額しております。この内容

をお示しください。

　１５番目としまして予算書４３ページ、

システム改修委託料１２６万から４４１

万に増額しております。その理由をお示

しください。

　１６番目、予算書４４ページ、職員研

修費、平成１９年、８３万１，０００円

から本年７９万５，０００円に変更になっ

ております。これはいろんな昨年お聞き

したときには、各資格を取ったりする研

修会ということをお聞きしています。本

年どのような資格を取られるのかお聞か

せください。

　１７番目、鉛管対策工事で、昨年同様

３，６００万が計上されております。こ

の内容というか、理由をお聞かせくださ

い。

　以上です。

○山本靖一委員長　西課長。

○西浄水課長　浄水課にかかわる４点の

質問について、ご説明をいたします。

　まず、５番目の燃料費で、車両用燃料

が減って施設用燃料がふえているのはな

ぜかというご質問に対して、説明いたし

ます。車両用燃料といいますのは、浄水

課で管理しています３台の公用車に使用

しています。１９年度については年間３

台で１，４５０リットル、金額にしまし

て１９万９，０００円を計上していまし

た。２０年度については１，３００リッ

トル、１８万円の計上をさせてもらって

いまして、３台で１年間に１万９，００

０円の減となっています。これについて

は１９年度の燃料の実績が少なくなった

ので、２０年度予算の計上を減らしたと

いう理由です。

　あと、同じく施設用燃料が４８万１，

０００円増になった理由でありますけれ

ども２点ありまして、１点目は施設用燃

料、すなわち各施設にあります非常用発

電機５台の燃料の購入単価が上昇したこ

とであります。もう１点については、平

成１９年度にはそれぞれ５台について１

２時間の運転を見込んでましたけれども、

平成２０年度については２０時間分を計

上させていただきました。そのために４

８万１，０００円が増となっております。

　あと、６番目の委託料で、集中監視装

置等の保守委託が２８万３，０００円減っ

た理由でありますけれども、平成１９年

度は５２１万８，０００円、それから２

０年度は４９３万５，０００円の計上で、

この理由としましては、年度ごとの部品

の価格、数量の差であります。この集中

監視装置といいますのは、全部の台数と
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しまして無人の３送水所３台、親と子、

３対向になるんですけれども、あと井戸

が２台、水質モニターが６台ございます。

その１１台を平成１７年度から平成２２

年度の６年間に費用を分散しております。

２０年度としましては、水質モニター２

か所、味生小モニターと６号井戸の電源

装置取替えとメーター誤差の調査、親と

子の対向試験等、予防的な業務を予定し

ております。

　あと電子計算機保守委託料が１９年度

については１，２６８万４，０００円で、

２０年度については１，２９７万２，０

００円を計上させていただいてます。そ

の差は２８万８，０００円増となってい

ます。その理由については、年度ごとの

部品の価格、数量の差でして、２８万８，

０００円の中身は、内容は、７台分のバッ

クアップメモリーの電池の費用で、前年

度よりふえております。

　あと、８番目の薬品費がダウンした理

由についてでございますけども、１９年

度は１，７１８万１，０００円、２０年

度については１，６９９万７，０００円

計上させてもらっています。その差は１

８万４，０００円の減で、比率にしまし

て１．１％の減となっております。その

下がった理由については、主に水処理水

量が１９年度に比較しまして４万トンの

減少、同率なんですけれども見込まれま

すので、２０年度の薬品費を減らして計

上させていただいております。

　あと、９番目の受水費が１９年度と比

べてダウンしている理由なんですけれど

も、１９年度の受水費につきましては７

億４，７４４万１，０００円でした。２

０年度については７億３，８１９万円計

上させていただいてます。その差は９２

５万１，０００円の減額となっておりま

す。水量にしまして１０万トン分に相当

いたします。この理由は、１９年度、予

算では整備工事のため新年度の自己水量

不足分として１０万トン多く見込んで計

上していましたが、２０年度の予算につ

いては、その分を減額計上させてもらっ

た分です。また、１９年度の府年度、平

成２０年、あと約３か月ちょっとござい

ますんですけども、それの承認水量につ

いては７９８万トンを目指しております。

○山本靖一委員長　林参事。

○林水道部参事　質問順番１０番、修繕

業務委託料の増額の分と、平成１９年度

の現在までの件数、それと１１番目の配

水管路図面出力業務委託料について、ご

答弁申し上げます。

　修繕業務委託料の増額になりました原

因といたしましては、積算を行っており

ます基準となります配管工の単価が、１

万６，５００円前年度よりも４００円の

値上がりがございました。それに基づき

まして積算をいたしまして７１０万２，

０００円を計上させていただいておりま

す。１９年度の時間外等の修繕業務につ

きましては、２月末現在で６８件発生い

たしております。その中で一般的な修理

が５２件と、残りがあと道路漏水の修理

ということになってございます。それと、

もう１点の配水管路図面出力業務委託料

でございますけれども、これは工務課の

方で置いてございます地下埋企業及び開

発業者様等が、水道管の埋設位置等の調

査に来られますための閲覧用の図面でご

ざいます。以前平成１５年度に一度更新

をさせてもらっておりますけれども、年

数がたちまして道路整備等で道路の形状

の変更及び開発等で開発地の変更、家屋

の変更並びに水道、配水管の整備及び工

事等によります形状の変更等が発生いた

しましたので、今回５年目を迎えますの

で、新しく図面の整備を行っていきたい
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ということで、予算を計上させてもらっ

ております。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　営業課に関する質問に

ついて、ご答弁させていただきます。

　まず１番目に、特別損失、不納欠損の

件でございますが、水道料金等の特別損

失につきましては、督促や停水予告など

を実施して、徴収強化に努めておるとこ

ろでございますが、転出先不明とか、会

社倒産などで徴収不可能と判断し、不納

欠損処分をいたすものであります。その

内容といたしまして、水道料金といたし

ましては総対象者は４９７者、欠損額で

８４８万３，８１０円となります。その

内訳といたしましては、転出先不明等に

よるもので４５１者、金額にしまして６

９４万１８７円、会社等倒産によるもの

で２１者、１３１万８，４９４円。ご本

人様が死亡によるもので２５者、２２万

５，１２９円でございます。水道修繕料

としまして９者、３０万１，３８７円。

水道料金と修繕料合わせまして８７８万

５，１９７円の不納欠損処分をいたすも

のでございます。

　続きまして給水収益でございますが、

給水収益及び有収水量につきましては、

いまだ減少傾向になりつつあります。前

年度の１８年４月から１９年１月分、約

１０か月間と、１９年度であります１９

年４月から２０年１月までの１０か月間

を比較しますと、給水収益で４，７７０

万程度の減額になっております。有収水

量では約８万４，０００トンの減になっ

ております。１９年度の予算から比較し

ますと、給水収益で予算からいきますと

６００万程度の減になっておりますので、

残り２か月間で９００万程度の減少を見

込んで、１，５００万の補正で給水収益

を減の計上をさせていただいたものでご

ざいます。なお、１９年度の有収水量に

つきましては、大口ですね、年間３万ト

ン以上ご使用される大口十数社につきま

しては、約２，５００トンぐらいの増、

ほぼ横ばい状態ぐらいでございますが、

１万トン以上ご使用される事業所等まで

含めますと約３万４，０００トンぐらい

の減少になっております。それから、一

般使用者、中小規模の事業者の方で３万

８，０００トンの減、あと公衆浴場や臨

時工事用等で１万１，０００トンの減少

となっております。このまま推移します

と、１８年度と比べまして１９年度も、

有収水量につきましては、約１０万トン

を少し超える見込みになるのではないか

と考えておる次第でございます。

　次、１２番目、印刷製本費の件でござ

いますが、印刷製本費につきましては在

庫のあるなしの調整を図り、極力むだが

生じないように予算を計上いたしており

ます。主なものとしましたら水道料金納

付書、それと納付書の督促分や催告書、

それから検針カード、検針用のハンディ

ターミナル伝票などと、あと窓あき封筒

などが主な内容になっております。

　続きまして４０ページの１３番目、検

定満期量水器取替業務委託料でございま

すが、検定満期量水器替業務につきまし

ては、大体年間３，５００から４，００

０個程度取りかえております。この差に

つきましては、今回、取替えの委託料の

単価のアップでの差を計上させていただ

いております。個数につきましては、大

体ほとんど変わらなく、毎年大体同程度

の個数で検定満期の取替えをするように、

工事を発注をいたしておる次第でござい

ます。

　続きまして、検針業務委託料。これに

つきましては、毎年度検針業務につきま

しては、今現在検針件数がふえておる状
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態でございます。１８年度と比べまして

１９年度につきましては、４，９００件

の増を見込んでおります。１９年度より

２９万６，０００円の増額で１，９８９

万５，０００円を計上したものでござい

ます。

　続きまして、鉛管対策工事の件でござ

いますが、鉛管対策事業につきましては、

平成１６年度から１万３，２６０件の鉛

管を解消するため、鋭意努力をいたして

おるわけでございますが、平成１８年度

までは３，３２３件の鉛管を解消いたし

ております。今年度平成１９年度につき

ましては、工事の発注件数を６件発注い

たしておりまして、解消件数といたしま

しては、１１９件の鉛管を解消する予定

でございます。また、その他対象分とい

たしまして、現在は２０年１月末で３０

６件の鉛管を解消いたしております。こ

れにより鉛管残存件数は今現在、１月末

現在でございますが９，５１２件となっ

ております。平成２０年度としましては、

前年度と同様に３，６００万の予算計上

をさせていただいて、工事で約２００件、

その他解消で４６０件、合わせまして６

６０件の鉛管を解消する計画でございま

す。

　以上、ご理解賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、まず職員数

が減少しているのに、休日勤務手当とか

宿日直手当が減少していないのはなぜか

というご質問でございますが、まず、祝

祭日や年末年始の休暇中に職務に就いた

職員には休日勤務手当を支給することと

なっておりますが、特に休日に勤務させ

るか、平日または土日に時間外勤務をさ

せるかは、所属長の裁量で決めることが

できますので、休日勤務手当につきまし

ては便宜的に前年度と同額を計上させて

いただいているものでございます。また、

宿日直手当につきましては、毎週水曜日

の夜間に宿直を命じている分と、当直を

させるために雇用しております非常勤職

員が休暇をとったときに、かわりの職員

に宿日直を命じている分の手当として計

上しているもので、前年度と同額を見込

んでいるものでございます。

　それから、特殊勤務手当でございます

が、これは減少しているのはなぜかとい

うことでございますが、平成１８年度ま

では企業職員手当でありますとか、ある

いは技術者手当を支給しておりました。

これは全部１９年度から廃止させていた

だいておりますので、減少しているもの

でございます。

　それから、賃金が増加しているのはな

ぜかということだと思うんですが、平成

２０年度につきましては、中央送水所の

当直業務に３人、お客様窓口に２人、太

中浄水場の監視業務に２人、それから太

中浄水場の監視業務等の補助に２人、入

札参加資格審査申請書の受付に１人、そ

の他長期の病欠等があった場合の予備と

して１人分の計１１人分、合計１，９２

８万４，０００円を計上させていただい

ております。平成１９年度は当直業務に

３人、監視業務に２人、監視等業務の補

助に２人、その他長期の病欠者等があっ

た場合の予備として２人分の、計９人分

を計上しておりましたので、差し引き２

９８万３，０００円の増額となっており

ます。

　それから、システム改修の委託料が増

加しているのはなぜかというご質問でご

ざいますが、平成２０年度は業務用デー

タベースサーバー機器の更新を予定して

いるところでございますが、それに伴い

料金システムサーバーのバッチ処理シス
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テムというプログラムですね、これを修

正する必要が生じますので、その改修委

託料を計上させていただいているもので

ございます。このため３００万余りが増

加ということになっております。

　それから、研修費でございますが、ど

ういう資格を今年度取らせる予定かとい

うようなことでございますが、これにつ

きましては２０年度で予定しております

のは、１９年度もそうでしたけれども、

衛生管理者の資格を取得させるために１

名分を予定しております。それから、危

険物取扱主任者の資格も取らせようとい

うふうに思っております。また、この資

格では直接にかかわりませんけども、水

道技術管理者が今年度１９年度で１人定

年退職を迎えますので、この水道技術管

理者の研修を、新たに１人受けさせよう

というふうに考えております。それから、

あとは廃棄物処理施設技術管理者研修と

いうことで、これも直接資格に結びつき

ませんけれども、そういう専門的な知識

を取得させようというふうに考えており

ます。それから、第二種消防設備点検資

格者講習を受けさせて、この資格を取ら

せようというふうに思っております。そ

ういった資格を取得させようというふう

に検討しているところでございます。

　それから、あと浄水の清掃委託料の件

でございますが、これが若干金額が増加

しておりますけれども、これは毎週平日、

土日、祝日を除いた平日に２人で清掃作

業、太中浄水場の清掃作業をしていただ

いております。この時間単価が平成１９

年度の最低賃金法の改正に伴って改定さ

れておりますので、それによりまして１

日当たりの単価が少し増加いたしました

ので、結果的に５万何がしかの増額とい

うことになっておるところでございます。

委託先は、これはシルバー人材センター

でございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。そ

れでは、再度質問させていただきます。

　まず、１番目の不納欠損の、これは多

分過年度分で５年間でしたかね、これ有

効というか。その中でとれないというこ

とで、不納欠損という形で上がっている

のかと思います。その中で、今ご説明の

中で、４５１名の方が不明という形やっ

たんですかね。これも過去そういう形で、

いろいろ鋭意努力されてきて、こんだけ

の人数になったかとは思うんですけど、

これ去年でも議論させていただいたかと

思いますけど、これ転出とか転入とか、

その辺のところでチェックできないかと

いうようなことをお願いしているとは思

うんですけど、その辺の対策をどうとら

れてきたか、もう一度再度お聞かせくだ

さい。

　２番目の休日出勤と宿日直は結構です。

今の説明でわかりました。

　特殊勤務手当に関しましても結構です。

　給水収益に関しましても、今、節水の

方で何がし減ってきて、あとの分に関し

ては料金値下げに対して、この収益が減っ

たという理解でいいのかどうか、その辺

のことをもう一度確認させてください。

　５番目、車両燃料のことなんですが、

ガソリンはますます高騰する傾向の中に

ある中で、３台同じ台数で、本来やった

らもう少し多く計上した中でやっていか

ないとだめというか、大丈夫かなという、

台数が減ったとか、ガソリンが少なくなっ

て下がるという形やったらいいんですけ

ど、これはよりシビアな形で予算をつけ

られたかと思うんですけど、これに関し

ては結構です。

　施設用の方も一応今まで、これは今の

説明やったら自家発電をするので、その

－�33�－



時間を長くして、それで前回の変電の事

故を踏まえた中で、この自家発電対策と

いう形で燃料費を、時間を長くしたとい

う認識でいいのかどうか、その辺のこと

を再度ちょっとご説明をお願いしておき

ます。

　６番目の集中監視のところは、一応６

か年計画で１１か所のいろいろ直してい

くところを決めて、たまたま今年度はこ

このパーツの部分という形の、その部分

を直していくという形でいいんですかね。

わかりました。

　電子計算機器のやつも７台の電池のバッ

クアップをするための費用ということで、

これも結構です。

　７番の清掃管理業務委託料も、ご説明

でわかりました。結構です。

　８番目、薬品費。これも単に水が減っ

て薬品費が少なくなったという、４トン

でこんだけという形なんですけど、今ま

でやったら水が減っても、一応仕入れの

原価が、薬品費が上がってきているとい

う形ももちろん踏まえた中で、４トンが

減るということで、単純にこんだけ減っ

ていくという形の認識でよろしいんでしょ

うか。もし違うようでしたらご説明願い

します。

　府営水の件も平成１９年が９２５万。

これ本来は２０万トンを減らすという形

の中で、２年に分けてこういう形になっ

ているのか。もし今後、来年もこのぐら

いの形で減っていくのか、その辺の見解

をもう一度お聞かせください。

　１０番目の修繕業務委託料。これはずっ

と聞かせていただいているんですけど、

一番大きなもんは地元業者、災害のとき

にすぐ連絡を取り合った中で動いていた

だけるという中で、地元の方にこの修繕

業務委託をしているというように過去か

らお聞きしているんですけど、去年でし

たか、今までの組合というか、従来のも

んが解散されて、その辺で今後そういう

連携をどうとられていくのか。今までと

ちょっと地元のそういう組合との関係が、

また違う関係になるんだったら、また新

しい関係というんか、ものを構築してい

かないという形もあろうかと思いますし。

いろいろ聞き及びますと、今ガス指定業

者なんかも、中のことだったらこの道路

の１６件に関しては無理かと思うんです

けど、ほかの５２件に関しましては、ガ

ス指定業者なんかもそういう形で、一応

メンテできるというような話も聞いてお

りますし、問題が起きたときに民間企業

なり、そういう民間のとこに委託すると

いうようなやり方もあろうかと思います

が、その辺の考え方をお聞かせください。

　配水管の件、それは結構です。

　水道料金納付書に関しまして、これは

むだのないように１年、１年印刷されて

いるというような理解をさせていただい

たんですけど、もし３年なり複数年で契

約したときに、この金額が下がるのかど

うか。また、その３年にやったらどうい

うデメリットが生じるのか、その辺の見

解をお聞かせ願いたいと思います。

　１３番目の検定の件と検針業務委託の

件の契約の内容を、ちょっと私が聞き漏

らしたんかどうかわからないんですけど、

これ入札か随意かという形のところで、

もし随意契約とか、これ毎年同じとこで

やられているとしたら、過去これも昨年

でしたか、お話しいうんか議論させてい

ただいたんですけど、１８年に道路瑕疵

があったと。そういうとこで、今、土木

下水道部の方では、昨年目視で５６名で

回っていたというような形のところで、

摂津市全市挙げて、そういう形の予防と

いうんか、そういう形のものに当たって

いこうという今姿勢で、全部当たられて
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おります。そのときに、この委託なりさ

れているときに、昨年聞いたときは都市

開発株式会社でしたか、そこがもしあれ

だったら、その辺のとこに回っていただ

く方に、そういう状況のときに、そちら

の方に連絡を即入れていただいて、そこ

から道路課に連絡するようなシステムが、

今構築されているんかどうか。もしされ

てなかったら、今後どういう形の対応を

されるのか。その辺のことをお聞かせ願

いたいと思います。

　非常勤職員に関しましての答弁はそれ

で結構です。

　システム改修も結構です。

　職員研修にかかわりましても結構です。

　それと鉛管対策でありますが、これは

市民の安心・安全という形の中で、本年

度も純利益が２億６，０００万ほど見込

まれております。そういう中で、３，６

００万という定額じゃなくて、もう少し

ふやして２０年度、６６０件を１，００

０件にするとかいう形の、早くその鉛管

対策を完了するようなお考えはないのか

どうか、その辺をお聞かせいただきたい

と思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　西課長。

○西浄水課長　５番目についての２回目

のご質問なんですけども、自家発の時間

数を多くした理由なんですけども、一応

実績を重視しました。８時間分を正味ふ

やしたんですけども、時間数で１８年度

が１３時間３２分を運転しました。それ

から、１９年度については、今現在のと

ころ２６時間４５分運転しています。一

応それの平均といいますか、それを基準

にして２０年度の予算を計上させていた

だきました。

　あと、薬品費の１．１％と。全体の金

額からすればわずかなんですけども、おっ

しゃられるとおりシビアに計上していま

す。

　あと、府営水道の自己水との関係で、

今後の見解ということなんですけども、

もともと府の府営水というのは、各送水

所の３送水所の合計の水量です。それで、

自己水との関係、今後ということなんで

すけども、本会議でもありましたように、

太中浄水場の自己水活用のために、自己

水稼働率を初め、太中区域の拡大に努め、

自己水量の増量が一番大事と思いますの

で、部内で今現在検討中であります。

○山本靖一委員長　林参事。

○林水道部参事　修繕料の委託料の、旧

公認業者等の連携のあり方という件と、

ガス関連企業及び民間企業等での修理の

対応はということなんでございますけど

も、旧公認業者の組合は一たん解散をさ

れました。今現在親睦団体ということで

行っておられます。そういう事故等、寒

波とかそういう場合がある場合は、従来

と同じように応援をさせていただきます

というふうに聞き及んでおります。

　それと、ガス関連企業及び民間企業等

の修理なんですけども、本市でその待機

の修繕業務委託料７１０万２，０００円

計上させていただいておりますけれども、

業者が行って、実際水道の場合なんです

けども、下水等の便器の水が流れっぱな

しでとまらないとかいう苦情があった場

合でも、その業者が行った場合、出張旅

費というのは一切水道の方はいただいて

おりません。委託料の中で加味した中で、

安心・安全な水及び水道を使っていただ

いておりますお客様のサービスというこ

とで、考えさせてもらっております。他

の業者が行きますと、非常に高い出張旅

費等の請求が出てくるというふうに考え

ております。水道自体でしたら、出張旅

費は外しまして、実際の材料費と継ぎ手
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の費用を請求させていただきます。それ

で、下水の場合でしたら、出張旅費はこ

ちらで持ちます。そのかわり下水の器具

ですので、業者間、お客様と業者の方で

相談をされて、交換をするなり取りかえ

をするなりをしていただくように、お願

いをいたしております。そういうことを

考えますと、現在行っております修繕業

務委託は、このままの状態でいければい

いかなというふうに考えておりますので、

ひとつよろしくご理解のほどお願い申し

上げます。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　不納欠損の転出先不明

等をいかに少なくするかというような内

容でございますが、私どもの方は新規の

開栓連絡等につきましては、電話連絡等

で受付をいたしております。そこで住所

等なんかもお聞きして開栓しております

が、閉栓のときにも閉栓は電話連絡で受

け付けして、今度のご引越し先、納付書

の送り先などをお聞きしておるわけでご

ざいますが、その中で住民登録が摂津市

にされてない方も大勢あります。その辺

のところで、ちょっとなかなか私どもの

方も、遠くへ行かれた方につきましては

徴収しに行くのが非常に難しいというこ

とで判断いたしておるわけでございます

が、まずそういう料金を滞納する方につ

きましては、直接私ども面談して、お会

いして協議する必要があるということで、

今現在、私どもの取り組みとしましたら、

安威川以南地域１名、安威川以北地域１

名で、常時電話連絡とか、お家の方へ訪

問して、お留守でしたら伝言メモを入れ

たりしまして、場合によっては、徴収し

ておりますが、約束等のほごされた方に

つきましては、一部停水処分などを実施

して、徴収強化に努めておるところでご

ざいます。

　続きまして、給水収益の減の内容でご

ざいますが、給水収益につきましては、

昨年１０月に料金値下げたことにより、

その値下げの額としまして月大体５００

万円程度見込んでおります。今現在４，

７００万ほどの減になっておりますが、

それは１０月から１月までは約４か月で

すから、２，０００万ぐらいが水道料金

を値下げたことによる減少、残りについ

ては通常の節水された方によるものの減

額と考えております。

　次、印刷製本費の件でございますが、

確かに委員おっしゃるように、枚数を多

く印刷を発注すれば単価は安くなってま

いると思うんですけども、その枚数が多

くなることにより、私ども納付書等につ

きましては、裏に指定金融機関とかいう

のも書いてあります。その中で銀行等が

口座の受付をしないとか、以前はよく銀

行が合併して名前が変わったとかいうよ

うなことで、そういったことがデメリッ

トになってまいります。あと、ハンディー

ターミナルの分につきましては感光紙タ

イプなんで、余り長くおりますと感光す

るおそれもございます。

　次、検定満期量水器取替業務委託料の

件でございますが、これは入札にて発注

をいたしております。

　検針業務委託料につきましては、摂津

都市開発株式会社に委託をしております

が、委員おっしゃいますように、昨年ちょ

うど１年前に研修の場で道路瑕疵等を発

見した場合には、直ちに私どもの方に報

告して、道路課なりに行くということで、

研修の場で申し入れをしております。そ

れともう一つは、水道検針員が検針に来

る場合につきましては、必ず私どもの方

へ来て、それから検針してまいりますの

で、その都度、今後ともそういう瑕疵等

についても十分に見ていくようにという
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ことで、お願いをしたいと思っておりま

す。

　次に鉛管対策の工事なんですが、毎年

度３，６００万の計画でやっております

が、今現在のところにつきましては、平

成２２年までは３，６００万の工事の予

定でやっていきますという計画と、それ

と２３年度以降、鉛管の更新と残存ぐあ

いですか、残りぐあいによって工事の計

上をして、４，５００万から４，７００

万ぐらいをアップしてやってまいりたい

という計画でございます。

　以上、よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。そ

れでは、再度質問させていただきます。

　まず、特別損失でありますが、今、安

威川以南と以北に１名ずつ対策員という

んか、そういう形で当たられているとい

う形ですが、現実に５年間にある間に、

だからその間で対処できなくて不明とい

う形が先ほど言われて、もう転出された

ら、やっぱりその費用対効果で、何千円

かのやつを取りに行くのにできないとい

う形のものもありますし、何万円と残っ

ていても、そこまで出かけていくための

費用対効果を考えたら、それほど効果が

なかったらやめとこかというような、多

分そういう形であろうかと思いますが、

これは市民からの公平性から見ますと、

やはり不公平になります。これはより強

い形で、もっと工夫を凝らした中で、きっ

ちり不納欠損が出ないような対策をとっ

ていただきたいと思います。これは今ま

でのやり方では、毎年こういう形で出て

こようかと思いますんで、多分日々いろ

んな形で考えられておろうかと思います。

これはまた決算のときでもお聞きします

ので、今後どのような形にして、この不

納欠損のこういう金額を減らすような具

体的な対策をとっていくとか、この間に

こうとって、こうなったという形を決算

のときにお示しいただきたいと思います

ので、決算のときにまたきっちり聞かせ

ていただきますので、これはよろしくお

願いしておきます。

　続きまして、収益に関しましては結構

です。

　それから、修繕業務委託料のところで、

これからも地元の親睦団体になったよう

な業者の方と連携をとっていくと言われ、

この業者の方も二、三聞いてみますと、

やっぱり過去受けられた方でも３６５日、

枕もとに携帯を置いて、お酒を一滴も飲

まないで待機してないとだめだというよ

うなことも聞いておりました。そういう

苦労をされてやっておられるということ

もお聞きしております。そういった中で、

今後もそういう業者と連携をとりながら、

安心・安全という形をとられていかれる

とは思うんですが、やはりいろんな方法

を考えた中で、やっぱりより金額だけで

はないと思いますが、その辺のいろんな

形のものを踏まえた中で、また考えてい

ただきたいということで要望しておきま

す。

　それから、納付書に関しまして、４年

だったら無理かと思いますが、今お聞き

したら納付する銀行名のあて先が変わっ

たり、そういうことで多分問題が出てき

たり、感光紙がという形なんですが、今

２年やそこらで感光紙がどうこうなった

りはならないと思いますので、この辺、

今後の課題として、２年ぐらいでやれば

何ぼ下がるんかわからないですけど、大

して５万とか１０万の世界なんか、何千

円の世界かわかりませんけど、一応そう

いうことも一回、今出されている業者の

方とも一回いろいろ話し合いをしてもらっ

て、できれば落とせるものだったら落と
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して、そういう形のものを取り組んでい

ただきたいということを、お願いしてお

きます。

　それから、鉛管対策でありますが、あ

と２年間に対しては一応３，６００万と

いうのが決まっているという形を今言わ

れて、それ以後、４，０００何がしとか

５，０００万近くを充てていきたいとい

うようなお話があったんですけど、これ

はそこまで待たないとだめなもんか。そ

れはいろんな中期計画とか、いろんな形

の中でそう決められているから、それが

さわれないんか。それとも、もう金額的

なもので、これ以上の出費ができないの

か。市民の安心・安全からされたら、やっ

ぱり今、鉛管対策が終わっているとこと、

終わってないとこ、それほど体には影響

ないんかもわかりませんけど、あるから

そういう形で全市的に完了をやられていっ

ていると思うんで、これは予算を別に２

年待たなくても、早い機会にやっていた

だけないのかどうか、その辺の見解をも

う一度お聞かせください。

○山本靖一委員長　池田部長。

○池田水道部長　鉛管対策事業について、

もう少しスピードを早めたらどうやとい

うことのお問いでございますけれども、

私ども財政計画を２８年まで計画をいた

しております。この中で、やはり計画と

いいますのは、ある程度見ながらやって

いかないと、私どもの財政計画は狂って

くると。ただ、昨年１０月に料金改定で

値下げをさせていただきましたけれども、

やはりそれの一方のしわ寄せとしては、

太中の施設整備計画が少ししわ寄せに来

ておるということで、やはり計画を進め

ていかないと狂ってくると。確かに純利

益約２億数千万を見込んでおります。や

はりこれにつきましては、職員の削減、

また改修費の抑制、それと企業債の償還。

支払利息の減ですね、そういったことで

努力をして、今日効率的な運営になって

きておるということでございますので、

よろしくご理解をちょうだいしたいなと。

　ただ、もう１点、府営水の２０万トン

の件でございますけれども、２０万トン

の分につきましては、平成１８年度に承

認水量の２０万トンの減量をしていただ

いたと。今後につきましては、太中浄水

場の自己水源については、稼働率を見な

がら、大阪府営水にも減量を要望してい

くということの計画をしておりますので、

よろしくご理解をちょうだいしたいとい

うことでございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。今

の計画でなかなか変更できないというこ

とで、３条予算では収入増になっており

ますが、４条予算なんかの投機的な分で

は赤が出ておるというのはよく認識して

おりますが、その辺のことはあろうかと

思いますが、一日も早い鉛管対策をもう

一度考えていただくということを要望し

て、終わらせていただきます。ありがと

うございました。

○山本靖一委員長　ほかに。

　本保委員。

○本保委員　それでは、野原委員の方か

らご質問がありましたので、私、勤務手

当の中身についてはお答えをいただいて

いますので、この特殊勤務手当につきま

しては、全般ですね、予算概要１４９か

ら１５２ページの間に書かれております

けれども、できるだけ早い時期での全廃

を目指して、特殊勤務手当の見直しを行っ

ていただきますよう、これはもう要望の

みとさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。

　あと、今回３１ページの方に、値下げ

に伴う減収で６，３２３万２，０００円
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というか、節水とあわせて計上されてお

りますところですけれども、今回、南千

里丘のまちづくりが３年後に予定をされ

ているところですけれども、摂津の自己

水につきましては、非常においしいとい

うことで評価をされているというところ

でありますけれども、増収と南千里丘ま

ちづくりを境に、まちおこしの一環とし

て、この自己水の販売等をする方向でお

考えをいただいたらどうかと、検討して

いただいてはどうかということで、少し

この点についてどのように考えておられ

るのか、お聞かせをいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、自己水はお

いしいということで、私どもも常にＰＲ

させていただいておるんですけれども、

自己水の販売ということなんですけど、

多分ペットボトルとか、あるいはアルミ

缶での販売等を想定されていると思うん

ですけども、以前、私ども、太中浄水場

の自己水につきましては、うるおいウォー

ターというのをつくりまして、１．５リッ

トルのペットボトルをつくって、これは

ＰＲかたがた配らせていただいたりして

いるんです。販売はさせていただかなかっ

たんですけれども。１本につき二百数十

円かかってしまうんです。といいますの

は、やはり私どもがさばける量といいま

すのは、非常に他市と比べて限られてき

ますので、１本当たり仮に５００ミリリッ

トルぐらいにしても、製造コストそのも

のが、それほど飛躍的に減少すると、あ

るいは安いお金でつくれるということに

はならないというふうに思っております

ので、なかなか販売するというのは難し

いと。ただ、話は全然違うかもわかりま

せんけれども、自己水につきましては、

現在、府営水が責任水量制といいますか、

承認水量制というようなことで、毎年買

う量を決められている、府の方が主導権

を握って決めてこられると。水需要が減

少する分は、私どもは自己水を少しずつ

削って減らしてきているということがご

ざいます。ということは、自己水を飲ん

でいただける市民の数が少しずつ減って

いるというんですか、そういう状況にも

なっていると思いますので、私ども精いっ

ぱい、先ほど部長もちょっと申し上げま

したけども、承認水量をできるだけ抑え

て、要は府営水の受水量を抑えて、自己

水をできるだけたくさんつくって、少し

でも多くの皆さんに飲んでいただけるよ

うに努力したいと、このように考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　本保委員。

○本保委員　今、コスト高になるという

ことで、以前もしたんですけどというこ

とで、前も太中浄水場に見学に行かせて

もらったときとか、その他の機会で販売

されたらどうですかというようなことを

お話をさせていただいてて、そのときも

コスト高になるからちょっとしんどいん

です、というお話を聞かせていただきま

した。現時点ではインターネットの普及

というのが思いのほか早くなりまして、

インターネット上での売買が若いご家庭

をお持ちの方とか、若い方とかに広く定

着しているというのが現状になっていま

す。そこで、なかなか個々に販売とか、

大量生産をして販売するということは、

物すごくリスクがやっぱりあると思うん

ですけれども、インターネット上に、こ

ういう形で摂津のおいしい水をお買いに

なりたい方はという形で載せていって、

容器もこちらの方で用意をするという考

えだけではなくて、まちづくりなんかで

したら、これからどんなふうになるのか

ということがまだ設計の段階ですけれど
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も、集中的に、そこに容器を持っていけ

ば好きなだけ買えるとか、そういった取

り組みをしておられるところは全国に結

構あると思うんです。そこの場所に行け

ば、例えば自動販売機的な形でお金を入

れて、好きなだけの量を自分の持っていっ

た容器で買えるということで、ごみの削

減とか、持っている容器等の活用にもな

るのでという形で進められている地域も、

少なからず存在するということだと思い

ますので、せっかくのおいしい自己水で

すので、もちろん今、部長の方からもご

答弁がありましたように、府営水の削減

の方も検討していただきながらも、減量

の傍らで、何とか知恵を絞っていただい

て、摂津のおいしい水を多くの人に飲ん

でいただくことができるようなことにつ

いて図っていただきたいなと思いますの

で、要望にしておきたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　ほかに。

　原田委員。

○原田委員　まず、下水道料金の徴収委

託料でありますが、４，１６５万９，０

００円。これにつきまして昨年検討して

ほしいということで、いわゆる下水道料

金の方に願っているわけです。市民負担

が増大しているという立場、あるいは下

水道特会の大変さを踏まえて、検討して

くれということをお願いしておったんで

すが、どうでしょうか。

　それと、貸付金で５億円が貸し出され

ます。利率として５８１万２，０００円

の計上があるわけですが、どのような形

でされるのかお尋ねいたします。

　市内に古くから開発をされまして、老

朽化している配水布設管があるわけでご

ざいますが、一部改修をされようとして

おりますが、２０年度はどのような状況

でされようとされているのか、お尋ねを

いたします。

　先ほどちょっと少し検針業務の委託に

ついて質問が出ておりましたが、都市開

発株式会社に委託をされているわけです

けれども、どのような状況で検針をされ

ている実態なのか、お尋ねをいたしたい

と思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、まず貸付金

の５億円について、ご答弁申し上げます。

　貸付金につきましては、まず金額です

ね、金額的なものにつきましては、私ど

もと総務防災課が財団法人摂津市土地開

発公社の窓口というふうになっておりま

すので、私どもと総務防災課の方とで話

をして、あくまで水道部の余裕資金の範

囲内で、無理のない範囲内で貸し付けさ

せていただくということで協議いたして

おります。

　それから、利率につきましては、実際

に土地開発公社が市中の金融機関から、

短期プライムレートで借りられる金額で

すね、その金額と私どもが仮に市内の金

融機関等に預け入れした場合に得られる

利子、これとちょうど足して２で割った

数字といいますか、利率といいますか、

それをもって貸し付けをさせていただく

ということで、協議をいたしております。

　それから、貸し付け期間につきまして

は、先ほども言いましたように余裕資金

である間のみでございますので、一応半

年ごとの更新で貸し付けをしていきたい

と。これも一応協議させていただいてい

るところでございます。

○山本靖一委員長　林参事。

○林水道部参事　市内開発地の老朽管の

考え方等につきまして、ご答弁申し上げ

ます。

　市内には古くから開発された住宅地が
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多数ございます。そういう中の配管は、

主にビニール管が布設をされております。

現在、配水管整備事業の中では、耐震化

を目指した工事を進めているところでご

ざいます。事業につきましては中長期的

に計画をつくっているところでございま

すけれども、そういう事故等が発生しま

した箇所につきましては、前倒しも視野

に入れた中で、計画の組みかえを行い、

早急に対応をさせてもらっているところ

でございます。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　下水道料金徴収受託料

の件でございますが、昨年原田委員がご

指摘のように、下水道の財政が逼迫して

いるということで、何とか下げられない

かというご要望がございました。下水道

業務課長とも協議をさせていただいた中

で、私どもとしましたら、今現在、水需

要の増加が全く見えてこない状況と、そ

れともう一つは、昨年１０月１日、料金

値下げをしたことによる給水収益の減少、

それと平成７年に覚書を締結した算式に

より、委託料をちょうだいしております

が、この算式は私どもの経費を削減すれ

ばするほど委託料が少なくなってまいる

のが現状でございます。以上のような理

由で、私どもとしましたら、水道料金徴

収委託料につきましては、今の算式でお

願いしたいのが、私どもの方で下水にお

願いしているところでございます。

　あと、検針業務委託料はどのような実

態でしているかということでございます

が、検針業務委託につきましては、摂津

都市開発株式会社に、毎年１年単位で検

針業務を委託しております。その検針業

務の委託の決め方でございますが、前年

度の検針実績数ですね、それをもとに算

定して、随意契約をいたしておるところ

でございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　老朽管の布設がえについて、

２０年度はどのような状況をされるのか

というお問いをいたしておりますので、

質問に的確にお答えをいただいたらと思

います。

　下水道の徴収の委託、これは話し合い

をしていただいて、平成７年ということ

であります。１３年前で契約をしたとい

うことで、それがずっと続いているわけ

ですけれども、諸般の状況、あるいは普

及の状況、あるいは自動振替の状況等々、

いろいろやっぱり年々変わってきている

わけですね。そういう意味で、やはり４，

１００万余りの費用でございますし、そ

ういった意味で、ちょっと検討したらい

いじゃないかというふうに感じるわけで

すけれども、今年度は結構ですが、次年

度に向けての決意というんですか、方向

性などを出していただければありがたい

なというふうに思います。

　それから、貸付金の５億円であります

が、市の方の総務防災課の方に、計算を

いたしますと約１．１％の利率になろう

かなというふうに感じるわけですけれど

も、半年ごとで更新をしていくというこ

とで、今、土地開発公社が直ちに資金が

必要なのかどうか。向こうにも余剰金が

たくさんあるわけですし、そんな状況で、

どういう理由で貸してほしいということ

で来られているのか、ちょっとお聞きを

いたしたいと思います。

　検針業務の委託で、昨年実績を考えて

やっているということでありますが、社

会の状況はご案内のとおり、原油高の影

響によりまして、例えばガソリン代が高

騰している、あるいは小麦の値上げで、

いろいろな製品に値上げがされてきてい

ると。同時に定率減税の廃止やとか、あ

るいは社会保険料の負担増等々、やはり
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それぞれ働いている人たちには非常に過

酷な条件になってきているわけでありま

す。そういう意味で、やはりそこに働い

ていただいております検針業務の皆様方

の、やはり待遇改善を図るべきだという

ふうに感じるわけです。そういう意味で、

昨年と同額ということでありますが、そ

ういう状況を踏まえて、やはり改定をし

なければならないというふうに思うわけ

ですけれども、その考えをお聞きをいた

したいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　林参事。

○林水道部参事　大変申しわけございま

せん。老朽管の布設の２０年度の計画と

いうことでございまして、配水管整備事

業の中におきまして、２０年度計画いた

しておりますのは、口径１００ミリ、延

長が８０メートルの１か所でございます。

その他は千里丘ガード拡幅関係の事業及

び南千里丘まちづくり関係の事業、あと

十三高槻線の道路整備に伴う工事等を計

画いたしております。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　まず、下水道使用料の

徴収受託料の件でございますが、下水も

普及しておられるご家庭にとりましては、

下水道が本来負担すべき徴収受託料を水

道がある程度肩がわりしていくというこ

とは、下水道使用料で取られるか、水道

料金で取られるかの問題ですので、そう

いう市民には余りどちらでもいいという

話になろうかと思います。ただ、公共下

水道がまだ普及されていないご家庭にお

きましては、やはり水道料金の方に、そ

の下水道が負担すべき料金を加算して水

道料金を取られるということについては、

ちょっと疑問を持たれる方もおられるか

もわからないと思いますので、その辺の

ところ、やはり事務的な判断だけでなく

て、やはり一定、政治的な判断というよ

うなものも、あるいは高度な判断という

ようなものも必要と思いますので、今後

内部で、十分にその点については協議し

てまいりたいと考えております。

　それから、貸付金のことでございます

が、私ども、総務防災課の方からお聞き

しておりますのは、土地開発公社の方が

金融機関、主に指定金融機関から大体１

２億円余りの貸し付けを受けているとい

うふうに伺っております。それで大体毎

年利息だけを返済させていただいている

と。ということは、元金の返済がないと

いうことで、一種の不良債権というよう

なことになってしまって、財務省等から

言わせると、やはり元金の返済も受けな

さいというような指導が来てしまうとい

うことを聞いておりまして、私どもがこ

の貸し付けを行う分につきましては、今

後どのように土地開発公社の資金繰り、

動かしていかれるかはっきりわかりませ

ん、そこまでは詳しくは聞いておりませ

んけれども、一応この私どもが貸し付け

るお金で、いっときでも元金の返済に充

てたいというふうなことを伺っておりま

すので、よろしくご理解いただきたいと

思います。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　検針業務の内容の検討

ということでございますが、検針業務に

つきましては、検針員の雇用の安定、そ

れと今までの蓄積された勤務実績等など、

その辺を考慮して、摂津都市開発株式会

社に契約しておるわけでございます。今

後、いろいろ福利厚生とかいうような面

も、いろいろ契約の中に含まれておりま

すので、また協議した中で契約してまい

りたいと考えております。

　以上、ご理解賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。
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○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　中長期の計画を立てまして、

老朽管の布設がえをやっていきたいとい

うことで、平成２０年度につきましては

１００ミリの管のところを８０メートル、

１か所やるということであります。事実

上１年間の間に管が破裂をして、工事を

修復しなければならない箇所があったか

と思います。そういう意味で、大体高度

経済成長期に多く開発をされております。

そういうところについてたくさんあるよ

うに聞いておりますし、私ども相談を受

けているところにも、やはり老朽管があ

るんじゃないかということで、１件漏水

事故が起こってやっております。そうい

う意味で、ぜひ入れていただけるように

お願いを申し上げておきたいと思います。

　それから、乾次長、政治的や高度な判

断とか、そういう言い方をされるけれど

も、現実やはり下水道料金を支払ってお

られる市民の方々の思い、下水道料金の

審査じゃないんですけれども、徴収委託

ということでしてるんですけれども、大

変な状況であります。同時に、例えば植

木の散水をしても水道には収益が入るわ

けですね。下水道は使わないと。こんな

状況もあるわけですね。そういう意味で

肩がわり、どちらでもよいというような

発言は、やはり控えてほしいなというふ

うに思います。やはり市民が、大変な摂

津市の水道料金が高いということで思い

を持っておられます。そういう中で、少

しでも下げる、あるいは同時に支払わな

ければならない下水道料金も検討に入れ

ていくと。一部そういうことも考えてい

くということもなければならないと思う

んですが、再度もう一遍考えをお聞きを

したいと思います。

　検針委託につきまして、先ほど申し上

げましたような状況が社会情勢であると

いうことで、やはり待遇改善に水道部と

して、積極的に方向性を出していくとい

うことをしてほしいと、これは要望して

おきたいと思います。

　開発公社に貸される５億円の問題であ

りますが、一部、総務常任委員会の方で

開発公社の審議をいたしておりますので、

そちらの方にゆだねるといたしまして、

やはりこの５億円の余裕がある、そうい

う関係で貸そうやないかということであ

りますが、やはり水道企業の安定という

立場から、慎重にやるべきだというふう

に感じるんですけれども、その辺、もう

一度お聞きをいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　池田部長。

○池田水道部長　下水道の徴収委託金の

件でございますけれども、この間、私ど

も下水道とはいろいろと協議してまいり

ました。ただ、下水道の状況も十分把握

しております。したがいまして、平成７

年度の協定書、覚書で今日まで来ておる

と。今、先ほど委員が言われてますよう

に、市民はそうは思ってないんですよと

いうようなことも配慮する中で、水道部

としてはまた一考しながら、今後進めて

いきたいなというふうに考えております。

　それと、貸付金の５億円でございます

けれども、私ども余裕のある分について

は、やはり資金的に利ざやも稼ぐときも

必要かなということで、今回貸し付けを

させていただきましたけれども、私ども

も、本来はもう少し慎重にやるべきかな

ということで議論をしてまいりました。

ただ、多分銀行の方としては、いろいろ

と監査も入っております。そういった中

で、土地開発公社には相当厳しい指導が

入っているというふうにも聞いておりま

す。したがいまして、私ども、短期で６

か月更新で貸し付けをしたということで、

本来ならばもう少し長期でというお話も
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ありましたけれども、やはり水道部は水

道部として、やはり慎重に取り組んでい

きたいという観点から、６か月更新をさ

せていただいたということでございます

ので、十分その点はご理解をちょうだい

したいなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　木村委員。

○木村委員　１点だけ簡単にご質問した

いと思うんですが。たしか先週末か今週

初めだったと思うんですけれども、テレ

ビの報道番組で、地球温暖化でやっぱり

深刻な影響が出てくるのは水問題だとい

うことが報道されておりました。そうい

うことを背景にして、国の方でも国土交

通省の方で、各水系の取水量の制限をし

ていこうというような動きがあります。

そういう中で、摂津市として例えば大阪

府が淀川の水をくみ上げて、それで各市

に供給しているということからしますと、

そういうライフラインには直接的に私は

影響してこないと思うんですけれども、

先般、私が指摘したように、各民間企業

に対する取水権なんかも、ある程度規制

をされてくるんかなという気がします。

　そういう点で、先ほど原田委員の質問

にもありましたように、一般家庭の方は

水道の栓をひねれば下水料金と連動して

いて、下水道使用料を取られる。植木に

水をやっても下水の使用料は取られると

いうことで、非常に厳しい状況にあるわ

けですね。一方ではそういう民間企業が

取水権がゆえに、くみ上げた水を自分と

こで浄化をして使用しているということ

を指摘しまして、水道部の方でもある程

度努力をされて、その後、その企業の水

道の使用料が上がったということの報告

も受けておりますけれども。そういう点

では、さらなるそういう民間企業に対す

る水の使用を促していくという努力は、

引き続いてしていってもらうべきだと思

うんですけれども、その辺のことについ

て部長の方から、一遍ちょっと見解をお

聞きしたいと思います。

　もう１点は、大阪府知事と大阪市長が

変わって、水道の一元化の問題が出てき

てますね。代表質問でもこの問題を取り

上げようと思ったんですけれども、部長

の方から、全く大阪府なり大阪市の方か

ら何の資料も来ないし、状況はわかりま

せんということで見送ったんですけれど

も、ここは委員会ですので、ちょっと踏

み込んで質問をしたいと思うんですが。

当然これ一元化をすることによって人件

費の抑制とかいろんな面で、摂津市が大

阪府なりから買ってる水の料金が下がっ

てくるなという、私は期待をするんです

けれども。そういう点では財政計画２８

年という形で見込まれておりますけれど

も、これはもう否応なく、そういう方向

に私は向いていくと思うんですけれども、

そういう点で一元化になった場合の、大

阪府からの摂津市の水道の買い上げ等に

ついて、どのような影響がしてくるのか、

その辺のことについてこの機会に改めて

お聞きしておきたいと思います。

○山本靖一委員長　池田部長。

○池田水道部長　市内の大口需要家につ

いては、私どもメーターの交換時には、

営業課長がＰＲでお願いをしておるとい

うのが現状でございます。あるＫ社につ

きましては、私、次長等もう少し水の使

用をお願いしたいというお願いにも行っ

ております。今後についても次長等が続

けていくという方向性を持っております

ので、ご理解をちょうだいしたいなとい

うふうに思っております。

　それと、大阪府と大阪市の一元化の問

題でございますけれども、まだ私どもの
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手元の方には、何ら連絡はございません。

ただ、北大阪上水道協議会、北摂７市の

管理者と大阪府と、先日お話し合いの場

を持たせていただきました。やはりもう

少し情報を流してほしいというお話をし

ております。大阪市の方は、私ども隣都

協、いわゆる隣接都市問題協議会ですね、

そこに参画をしながら、大阪市とは末端

給水道市としての話し合いは今日までし

てきております。したがいまして、職員

の研修等についても、今現在、大阪市の

方にも参画をいたしておりますし、大阪

府の方にも参画をいたしております。そ

れと、大阪府営水道協議会等では、やは

り広域化の問題も議論をしてきておりま

す。ただ、この問題については、総務部

会という部会を発足してやっております

けれども、なかなか前へ行かないと。た

だ、先ほど来から出ております徴収問題

とか、そういった事務的なレベルの話は

出ております。したがいまして、もう少

し時期を見ていきたいなというふうに思っ

ております。ただ、大阪府と大阪市がど

ちらがリーダーをとるかというような問

題がございます。ただ、大阪府の分につ

きましては、供給事業体でございます。

大阪市の場合につきましては、私どもと

同様末端給水ということで、なかなか供

給するという認可はまだ持っておりませ

ん。ただ、今、大阪市の方で水を販売し

ておりますのは分水ということで、飛び

地等の部分について分水契約をしておる

というような状況でございます。したが

いまして、私ども、大阪市からも江口橋

から水を買うておりましたけれども、そ

の分水については今とめております。し

かし、いつでも大阪市と分水契約をでき

るように使用可能な状況にして、今置い

ておるというのが我々の状況でございま

す。

　それと、大阪府にもお聞きしたんです

けれども、今大阪府では相当台風が吹き

荒れておるというような状況の中、事務

方とまだ若干、連携がとれていないよう

な部分も聞いております。それで、私ど

も、大阪府の方に申し上げておりますの

は、やはり公営企業体であるので、本来

は暫定予算にもなじまないんじゃないか

なというようなことも、お話はさせてい

ただいております。ただ、一般会計が暫

定予算ということで、特別会計について

も準じておられるというようなお話も聞

いております。ただ、水道事業体でつくっ

ております大阪府営水道協議会等では、

やはり大阪府の方にもう少し物を申すよ

うな形で、今組織の改編というようなこ

とで、私ども進めております。そういっ

た中で、やはり情報を速やかに流してほ

しいと。まずその要望をいたしておると

いうのが現状でございます。今後、何ら

かの形でもう少し動きが出てこようかと

思いますけれども、今、知事、新市長と

もどもメールのやりとりで、事務方の方

にもまだそんなにおりてないというのが

状況でございますので、私ども、一元化

によってメリットがあれば、当然そちら

の方に便乗していくという考えでござい

ますので、もう少し時期を見て判断をし

ていきたいなというふうに思っておりま

すので、ご理解をちょうだいしたいと思

います。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村委員　前回に指摘をしたことで、

ある程度そういう企業の水道使用料が上

がっていってるという形は、非常にその

努力については大いに評価をしていきた

いと思いますし、そういう点では、今格

差問題、いろんな問題が大きなテーマに

なっておりますけれども、やっぱり弱者

救済という立場からすれば、やはりそう
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いう大きな企業が恩恵を受けて、大きな

利益を得ているということは、やっぱり

私は今の格差社会の是正にはつながらな

いと思いますし、その点では大企業もそ

ういう取れるところは、やっぱりしっか

り取っていくという形を、今後も努力し

ていただきますように、期待をして質問

を終わります。

○山本靖一委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後３時２５分　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３２号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　これで本委員会を閉会いたします。

　ありがとうございました。

（午後３時３０分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  木 村 勝 彦
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